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令和８年度 神奈川支部事業計画
及び保険者機能強化予算について

令和８年１月１５日

の 全国健康保険協会神奈川支部

　　　　　

協 会 けん ぽ



，令和８年度事業計画・予算の策定にあたって 　
■

　

令和８年度は、協会けんぽの基本使命

「加入者の皆様の健康増進を図るとともに、良質かつ効率的な医療が享受できるようにし、もって

加入者及び事業主の皆様の利益の実現を図る。」

をこれまで以上に実現するため｛こ、令和６年度から令和８年度末までの協会けんぽの中期計画として策定

した「保険者機能強化アクションプラン（第６期）」の最終年度となる。
令和８年度支部事業計画・予算の策定にあたっては、「保険者機能強化アクションプラン（第６期）」に

おける目標を達成するため、エビデンスに基づし、た着実な事業の推進を図ることを基本方針とする。

１ 前回の評議会でし、ただし、たご意見等と、今後協会けんぽ本部から示された予算額 （予算枠）を踏まえて、

　

神奈川支部の令和８年度の支部事業計画及び保険者機能強化予算 （案）を策定した。



，事業計画・予算策定のスケジュール（現時点での見込み）
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±

○

　

令和８年度の支部事業計画・予算の策定は、以下のスケジュールにより、支部ごとの課題や重点施策を

　

本部・支部間で共有のうえ策定し、本部・支部が連携して課題解決に取り組む。
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第６期保険者機能強化アクションプランのコンセプト
、
′

＞

　　

第６期保険者機能強化アクションプラン（２０２４年度～２０２６年度）については、加入者の健康度の向上及び医療費の適正化を目

　

指して、第５期に引き続き本部機能や本部・支部間の連携の強化を図りつつ、

　

①基盤的保険者機能の盤石化：業務品質の向上、業務改革の実践及びＤＸの推進による一層の業務効率化

　

②戦略的保険者機能の一層の発揮：データ分析を通じて得られたエビデンスに基づき、「顔の見える地域鉢ツトワーク」を活用した

　　

連携・協力による事業展開の充実 薫化

　

③保険者機能強化を支える組織・運営体制等の整備：新たな業務のあり方を踏まえたご適正な人員配置、内部統制・

　　

リスク管理の強化及びシステムの安定運用、統一的・戦略的な本部・支部広報の実施

　

を通じて、協会の財政状況を念頭に置きつつ、協会に期待されている保険者としての役割の最大限の発揮に向けて、

　

将来にわたる礎を築くことを目げ旨す。
」第百期の事業膚芸の言う砂誓－”－－一ー「
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協会は、保険者として健全な
財政運営を行うとともに、協会や
医療保険制度に対する信頼の
維持・向上を図るという基本的な
役割を果たす必要がある。

○

　

基盤的保険者機能の盤石化に
向け、業務改革の実践 （標準化・
効率化・簡素化の徹底、生産性の
向上、職員の意識改革の促進）に
よる 口入者サービスの向上や医療
費の適正化の促進、ＤＸの推進に
よる加入者の利便性向上を図る。

　

戦略的保険者機能の一層の発揮
ｒ
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○

　

加入者の健康度の向上、医療の質や効率
性の向上及び医療費等の適正化を推進する
ためには、戦略的保険者機能を一層発揮
することが必要である。

○

　

このため、①データ分析に基づく課題抽出、
課題解決に向けた事業企画・実施・検証を
行うこと、②分析成果を最大限活かすため、
支部幹部職員が関係団体と定期的な意見
交換等を行うことにより「顔の見える地域ネツト
ワーク」を重層的に構築し、当該ネットワークを
活用しながら地域・職域における健康づくり等
の取組や医療保険制度に係る広報・意見
発信に取り組む。

　

保険者機能の強ＧＩ簿支える

　

１

　

組織・運営馨り鱒盤整櫨
－－一
・

；

　　

○

　　　　　

，

　
　

保険者機能の更なる強化・発揮のため、
人材育成、人事制度の適正運用、システ
ム運用による業務効率化等を踏まえた
人員の最適配分等を通じて、協会全体の
組織基盤の整備・強化を図るとともに、
内部統制・リスク管理を強化し、協会業務
の適正を確保する。

○

　

システムについて、安定稼働を行いつつ、
制度改正等に係る適切な対応や、中長期
の業務を見据えた対応の実現を図る。

○ 「広報基本方針」及び「広報計画」の
策定を通じて、統一的・計画的な協会
広報を実施する。

３



第６期保険者機能強化アクションプランにおける主な取組

０

　　

期・な視点による健全な財政運営
○業務改革の実践と業務品質の向上
○マイナンバーカードの健康保険証利用の推進、制度に係る広報の実施及び資格確認書の円滑な発行【新規１
０２０２５年度中に電子申請を導入し、事務処理の効率化を推進【新規１…
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○

　

医療費・健診データ等を活用した地域差等の分析
○

　

国への政策提言、パイロット事業等の実施など、外部有識者の知見を活用した調査研究成果の活用【拡充１
０

　

「保険者努力重点支援プ□ジエクト」の実施及び実施を通じ蓄積した分析や事業企画等の手法の横展開【新規】
＜特定健診・特定保健指導の推進等＞
０２０２３年度に実施した健診等の自己負担の軽減に加え、２０２４年度から付加健診の対象年齢を拡大【拡充】
○ 標準モデルに沿った特定保健指導の利用案内 （指導機会の確保を含む）の徹底【拡充】
○

　

健診当日や健宰診結果提供時における効果的な利用案内につし、てのパイロット事業等の成果を踏まえた全国展開【新規１
０

　

成果を重視した特定保健指導の推進【拡充１

＜重症化予防対策の推進＞
○

　

特定健診を受診した被扶養者や事業者健診データを取得した者等への受診勧奨拡大【新規１
０

　

外部有識者の研究成果を踏まえた糖尿病性腎症に対する受診勧奨の実施【新規１＝

，．＜］ラボヘルスの推進＞
＝！
○

　

健康宣言のプロセス及びコンテンツの標準化
○

　

データ分析に基づく地域や業態、年代別などの健康課題（喫煙や、

　

ションアプローチの実施【拡充】
○

　

産業保健における取組と連携したメンタルヘルス対策の推進【拡充１
＜医療資源の適正使用、意見発信＞
○

　

医療機関等への働きかけを中心としたＵｔイオシミラーの使用促進 【
○

　

効果が乏しいというエビデンスがあることが指摘されてし、る医療及び
ｏ
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○

　

データ分析に基づく地域や業態、年代別などの健康課題（喫煙や、

　

ションアプ□－チの実施【拡充】

　

○

　

産業保健における取組と連携したメンタルヘルス対策の推進【拡充１
＜医療資源の適正使用、意見発信＞

　

○

　

医療機関等への働きかけを中心としたＵｔイオシミラーの使用促進 【新

　

○

　

効果が乏しいというエビデンスがあることが指摘されてし、る医療及び医療

　

○

　

協会のデータを活用したエビデンスに基づく効果的な意見発信の実施

○

　

新たな業務の在り方を踏まえた適正な人員配置【新規１
０

　

仕事と生活の両立支援をはじめとした働き方改革の推進【新規】
○

　

広報基本方針・広報計画の策定【新規１
－

　

○

　

具体的なＩＣＴ活用の実現や新たな環境の変化への対応等、中長期を見据えたシステム対応の実現【拡充】，．

　　　　　　　　　　　

・
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く地域や業態、年代別などの健康課題（喫煙や運動、メンタルヘルス対策とも関連する睡眠など）に着目した実効性のあるポピュレー

医療及び医療資源の投入量に地域差がある医療に係る医療関係者等への周知・啓発【新規】

４



令和８年度

　

神奈川支部事業計画（案）



令和８年度

　

全国健康保険協会神奈川支部 令和フ年度

　

全国健康保険協会神奈川支部

１主な重点施策と具体的な取組１

（具体的な取組）
・ 評議会において協会の保険財政について丁寧な説明を行う。
・ 保険財政についての情報を納入告知書同封チラシに掲載するほか、
関係団体を通じた広報等により加入者、事業主に対して積極的に情報
発信する。
・ 健康づくりや医療費適正化等に係る県等の会議等において、医療費・
健診等データの分析結果から得られたエビデンス等も踏まえ、積極的に
意見発信を行う。

【重要度：高】
協会けんぽは約４，０００万人の加入者、約２８０万事業所の事業主からなる
日本最大の医療保険者であり、また、被用者保険の最後の受け皿とし
て、健康保険を安定的に運営するという公的な使命を担っている。宝足

－

　

、 ベ

、
ｏ

１主な重点施策と具体的な取組１

（具体的な取組）
・ 評議会において協会の保険財政について丁寧な説明を行う。
・ 保険財政についての情報を納入告知窓同封チラシに掲載するほか、
関係団体を通じた広報等により加入者、事業主に対して積極的に情報
発信する。
・ 健康づくりや医療費適正化等に係る県等の会議等において、医療費・
健診等データの分析結果から得られたエビデンス等も踏まえ、積極的に
意見発信を行う。

【重要度：高】
協会けんぽは約４，ｏｏｏ万人の加入者、約２６０万事業所の事業主からなる
日本最大の医療保険者であり、また、被用者保険の最後の受け皿とし
て、健康保険を安定的に運営するという公的な使命を担っている。土塑
六め、安定的かつ健全な財政運営を行っていくことは、重要度が高い。

１．

　　

・

　　　　　

月じの

　

石化

の意４哉改革の促進）、ＤＸの推進（加入三型４，０００万人と直接つながるフフン

　　 　 　　　 　 　　 　

　

　　　
ヒフオームであるー±んぽアプリ、電子申請サービス、マイナ保険証の推進
等）、国際化への対応により一加入者サービスの向上や医療費適正化の

　

　　

　

　

（１） 健全な財政運営
・ 中長期的な視点による健全な財政運営への理解を得るため、支部評
議会において丁寧な説明をした上で、保険料率に関する議論を行う。
・ 今後、先行きが不透明な協会の保険財政について、協会決算や今後
の見通しに関する情報発信を積極的に行う。
・ 医療費適正化等の努力を行うとともに、県等の会議等において、医療
費・健診等データの分析結果から得られたエビデンス等も踏まえ、安定
した財政運営を行う観点から積極的に意見発信を行う。

１．

　　　　　　　　

月ヒの

　

石 化

に、サービス水準を向上させ、更に業務の標準化、効率ＩＥ、簡素化を徹

　

．

　　　　

的※務を適正加迅速 隔 撚１

底する。また，－健全な財政運営について加入者や事葉才へ情報提供を
行う。

（１） 健全な財政運営（１） 健全な財政運営
・ 中長期的な視点による健全な財政運営への理解を得るため、支部評
議会において丁寧な説明をした上で、保険料率に関する議論を行う。
・ 今後、先行きが不透明な協会の保険財政について、協会決算や今後
の見通しに関する情報発信を積極的に行う。
・ 医療費適正化等の努力を行うとともに、県等の会議等において、医療
費・健診等データの分析結果から得られたエビデンス等も踏まえ、安定
した財政運営を行う観点から積極的に意見発信を行う。

Ｇ
Ｕ



令和８年度

　

全国健康保険協会神奈川支部 令和７年度 全国健康像陰鱗会錦蒙月賦部，

：高】
んぽの財政は、加入者及び事業主の医療費適正化等に向けた
ほか、中長期的な視点から平均保険料率１０％を維持してきたこと
り、近年プラス収支が続いている。 ・ な く

、

　　

・

（具体的な取組）

　

業務処理や電話対応など職員の多能化を進め、牛産性の向上を岡

＆

　

電十甲話や甲請書の自動篭谷、など」業務処理にかかる課題や情報を
共有しＬ業務の標準化、効率化、簡素化に対する職員の意識改革を促
進する。

【困難度：高】
協会けんぽの財政は、加入者及び事業主の医療費適正化等に向けた
努力のほか、中長期的な視点から平均保険料率１０％を維持してきたこと
等により、近年プラス収支が続いている

　　　　　　　　

‘ー

　

ｒ

　

・、日

※会難じＬハ、務の効率化券推進りる

　　　

：

業務品の多寡や優先度に対応する最適な体制により１÷務処埋を実施也ず

（２）業務改革の実践と業務品質の向上

　

①

　

業務処理体制の強化と意識改革の徹底
・業務量の多寡や優先度に対応するため、すべての職員の多能化を進
め、事務処理体制を強化することで生産性の向上を図る。
また、電子申請に対応した業務処理体制を樽栗する。
・業務の標準化・効率化・簡素化を徹底するため、業務マニュアルや手
順書に基づく統ー的な業務処理を車施する。またＬ業務指導を行い、よ
り一層職員の意識改革を促進する。

　

申請書の白動審本の結果、職員の確認が必要となった要因を分析し、

　　　

、

　　　　　　　　

ー

　　　

十

　　　　　　　　　　　　　　

六

　

′

　　　　　　　

・

（２）業務改革の実践と業務品質の向上

　

①

　

業務処理体制の強化と業務改革の徹底
・マイナンバーカードと健康保険証の

　

体化及び電子申請書等の導入
に即した率務処理体制を樽築する△
・業務量の多寡や優先度に対応するため、すべての職員の多能化を進
め、事務処理体制を強化することで生産性の向上を図る。
・業務の標準化・効率化・簡素化を徹底するため、業務マニュアルや手
順書に基づく統一的な事務処理を行うととも！こＬ職員の意識改革を促進
する。

７



令和８年度

　

全国健康保険協会神奈川支部

（具体的な取組）

　

お客様の声等を業務に反映させ、電話応対に携わる全ての職員・契
約職員の意識向上を図ることで、サービス水準の向上に努めるＡ・ 傷病手当金等は申請受付から１０営業日以内に支払うことを継続し、
かつ、支払いまでの平均所要日数を７日以内とする。また、療養費（立
替、装具）は申請受付から２１営業日以内での支払いに努める。

・ 現金給付等の郵送による申請や、電子申請の利用について、積極的
Ｅ案内する。
・ 毎週、健康保険相談員とミ÷ティングを実施することにより課題を抽出
し、また、勉強会などを通して育成や指導をすることで課題解決を図り、
電話相談業務の質の向上に努める。
・ サービス水準向上のため、ＯＪＴを積極的に行い職員の多能化による
業務の生産性の向上に努める。

令和７年度

　

全国健康保険協会神奈川支部

すべての申請について、迅速な業務処理を徹底する。特に傷病手当
る現金給付については、申

ら支給までの標準期間（サービススタンダード：１０日間）を遵守
る。
加入者・事業主の利便性の向上や負担軽減の観点から、

の強化及び研修の実施による相談業務の標準化や質の口
加入者や事業主からの相談・照会について的確に対応す

言語化などの国際化対応

１ サービススタン

　

ードの、 状況を１００％とする
２）サービススタンダードの平均所要日数７日以内を維持する

・ 現、ｍ。付

　

の郵送による申請や、２０２６（令和８）年１月に遵入される
ｉ 子申請の利用について、電話応対時等、加入者と接する機会を通じて

談員とミーティングを実施することにより課題を抽出
通して育成や指導をすることで課題解決を図り、

・ サービス水準の向上のため、ＯＪＴを積極的に行い職員の多能化と業
務の生産性の向上に努める。

８



令和８年度

　

全国健康保険協会神奈川支部 令和７年度

　

全国健康保険協会神奈川支部

（具体的な取組）
・ 傷病手当金と障害年金・労災保険等との併給調整について、手順書

（具体的な取組）
・ 傷病手当金と障害年金・労災保険等との併給調整について、手順書

③

　

現金給付等の適正化の推進

　

業務マニュアルに三豊つき、日本年金機構との情報連携やマイナンバー
情報照会等を鯛涯実に行い、傷病手当金と障害年金等との適切な調整を

・現金給付の支給決定データ等の分析や加入者等からの情報提供によ
り不正の疑いが生じた申請については、保険給付適正化ＰＴ（支部内に
設置）において内容を精査し、支給の可否を再確認する。主ＩＺ－〕必要に
座圭事業主への立入検査を実施するなど、厳正に対応する。
・海外出産育児‐時金について、海外の渡航がわかる書類の確認のほ

③

　

現金給付等の適正化の推進

　

傷病手当金と障害年金等との併給調整について業務マニュアルにもと
つき、年金機構との情報連携やマイナンバー情報照会等を確実に行う。
・現金給付の支給決定データ等の分析や加入者等からの情報提供によ
り不正の疑いが生じた申請については、支給の可否を再確認するととも
に、保険給付適正化ＰＴ（支部内に設置）において内容を精査し、事業主
への立入検査を実施するなど、厳正に対応する。
・海外出産育児一時金について、海外の渡航がわかる書類の確認のほ
か、出産の事実確認等を徹底し、不正請求を防止する。

９



令和８年度

　

全国健康保険協会神奈川支部 令和７年度

　

全国健康保険協会神奈川支部

・ 現金給付の支給決定後に資格記録（資格取得年月日・標準報酬月額
等）が変更され不正請求が疑われる事案について、適切に調査を実施
する。
・ 日本年金機構等関係機関との現金給付適正化にかかる連携を強化
する。
・ 多部位かつ頻回の申請について、加入者に対する文書照会を強化す
るとともに、いわゆる「部位ころがし」と呼ばれる、負傷部位を意図的に変
更することによる過剰受診に対し照会を実施する。

・ あんまマッサージ指圧・はりきゅう施術療養費について、長期施術者
等に対する文書照会を実施する。
・ 被扶養者資格の再確認について、日本年金機構と連携し未送達事業
所の所在地調査を行い、送達の徹底を図り確認書の提出を促す。また、
未提出事業所への勧奨を実施する。

　

日傘牛金機構と勉強会を開催し、適用徴収及び年金給付等の知識の
向上を図る。

の給付適正化及び不正請求防止のため、支給申請の審

（具体的な取組）

・治療目的の渡航が疑われる場合など、特に重点的に審査すべき事案
については、国内における受診状況の確認や、加ム者や海外を含む医

こより、その妥
海外の渡航

こついては、被保険者に対する文薯照会等
審査し、給付適正化を図る。
確認を徹底し、不正請求を防止する。

・ 現金給付の支給決定後に資格記録（資格取得年月日・標準報酬月額
等）が変更され不正請求が疑われる事案について、適切に調査を実施
する。
・ 日本年金機構等関係機関との現金給付適正化にかかる連携を強化
する。
・ 多部位かつ頻回の申請について、加入者に対する文書照会を強化す
るとともに、いわゆる「部位ころがし」と呼ばれる、負傷部位を意図的に変
更することによる過剰受診に対し費用対効Ｍ里翌日考えた照会を実施する。

・ あんまマッサージ指圧・はりきゅう施術療養費について、長期施術者
等に対する文書照会を実施する。
・ 被扶養者資格の再確認について、日本年金機構と連携し未送達事業
所の所在地調査を行い、送達の徹底を図り確認書の提出を促す。また、
未提出事業所への勧奨を実施する。

海外療養費の給付適正化及び不正請求防止のため、支給申請の審

（具体的な取組）
・外部委託を活用した診療明細の猪杏や翻訳内容の再確認を徹底す
　
・治療目的の渡航が疑われる場合など、特に重点的に審査すべき事案
については、国内における受診状況の確認や、加入者や海外を含む医
療機関等に対する照会を積極的に実施する。
・被扶養者の国内居住要件については、被保険者に対する文書照会等
により、その妥当性を注意深〈審査し、給付適正化を図る。
・ 海外の渡航がわかる響類の確認を徹底し、不正請求を防止する。

⑨レセプト内容点検ｖノ楕反向上
・「レセプト内容点検行動計画」を策定・実践し、効果的かつ効率的な点
検を推進する。
・ 毎月の自動＝点検マスタの更新によりＬシステムを最大限に活用した点
検を実施する。
・ ｕ笈け：＝．′…

　　

支払基金における審査傾向や査定実績等を共有
するレと≠‘‐ 高点数レセプトの点↓ｉｌ盗んづる等‐内容点検効果の高

　　　

谷… 『丁

　

言 画」

　　

定・実践し、システムを最大限に活
こ点検を実施する。

　

－

　

仁

　　　

… マス

　　　　　　

効果的か

払基金における審査傾向や査定実績等を共有
こ

　

内容点検効果の高いレセプト

１０



令和８年度

　

全国健康保険協会神奈川支部 令和７年度 全国健康保険協会神奈」－１支部

ことに努めるとともに、毎月の協議の場において、
バックする。Ｚｒ

　

、

　

△

ＫＰＩ：Ｉ （※）について対前年度以上

・社会保険診療報酬支払基金に対して、再審査請求理由を明確に示す－とに努めるとともに、毎月の協議の場において、協会の知見をフィード
くツクする，

「支払基金業務効率化・高度化計画」
用した審査事務の効率化・高度化、審査

・〈支払基金改革（ＩＣ１‐を活用した審査事務の効率化・高度
の不合理な差異の解消等）の動向を注視し、協会本部が示
内容点検体制のあり方（協会における審査の効率化・高度
）に基づき、支部における点検体制のあり方を検討する。
　

　

　　
）に基づき、とする

（※）査定率＝協会のレセプト点検により査定（減額）した額÷協会の医
療費総額
２）協会の再審査レセプト１件当たりの査定額を対前年度以上とする

（具体的な取組）
【内容点検】
・「レセプト内容点検行動煽十画」を策定 寧践しＬシステムや自動点検マス
タの定期更新を最大限活用する－とで、効果的かつ効率官生な点検を実

件当たりの査定額の向上に努める。
・ 原審査の精度向上や支部間差異の解消を図るため、支払基金と連携
することで再審査の効率化を図る。

　

社会保険診療報酬支払募金の「支にもム基金業務効率化・高度化計画」
に幕つ 支払基金改革（ＩＣＴを活用した蕃杏事務の効率化・晶度化、蕃沓
結果の不合理な差異の解消等）の動向について情報収集を行う。

Ｂが示した今
・高度化の取り
る。

■

　

Ｋｐｌ：１）協会のレセプト点検の査定率（※）について対前年度以上
とする
（※）査定率＝協会のレセプト点検により査定（減額）した額÷協会の医

（具体的な取組）
【内容点検】
・ 集計ツール等を活用した再審査結果の分析や点検員との面談によ
り、支部の強み弱み及び点検員の能力を把握する。
・ 点検員のスキルアップを図るため、定期的に勉強会や研修を実施す
る。
・ 毎月の自動点検マスタのメンテナンスや汎用任意抽出の有効的活用
により、システム点

　

の・ 度口上

　

図
・ 高点数レセプトや高額査定事例を中心とした点検を優先
的に行い、査定率及び１

　

当たりの査

　　

の向上に

　

める。
・ 原審査の精度向上や支部間差異の解消を図るため、支払基金と連携
することで再審査の効率化を図る。
・ 進捗会議において、再審査結果の分析等に基づいた効果的な議論を
行い、継続的に業務改善を図る。
・ 協会本部が示した今後の内容点検体制のあり方（協会における審査
の効率化・高度化の取り組み）に基づき、支部における点検体制のあり

１１



令和８年度

　

全国健康保険協会神奈川支部 令和７年度

　

全国健康保険協会神奈川支部

・ 管理者による進捗確認の手引き」に基づく進捗管理を徹底し、事務処
理の遅れ、漏れの防止に努める。

【困難度：高】
一次審査を行っている社会保険診療報酬支払基金では、ＩＣＴを活用した
審査業務の効率化・高度化を進めており、再審査（二次審査）に基づく知
見も年々積み重ねられていく。一方、協会の査定率は、システムの精度
や点検員のスキル向上により、既に非常に高い水準に達していることか
ら、Ｋｐｌを達成することは、困難度が高い。

（具体的な取組）
返納金回収率の向上
　

　　　

　

　　

　　

　　

　

・ 発生した債権（返系
かに納付書を送付す
に関する案内を行う。に関する案内を行う。
・ 未納者に対しては、保険者間調整の案内を含めた催告状（一次・二
次）を送付するとともに、高額債務者には電話催告、弁護士名による催
告を計画的に実施し、債権の早期回収に努める。
・ 弁護士名による催告状を送付してもなお納付のない債務者に対し、費

とともに
施し、

賠輿．等）については、全件調定し、速や
に、無資格受診者に対しては保険者間調整

業務マニュアル等に基づく点検・照会業務を確実に実施する。
「管理者による進捗確認の手引き」に基づく進捗管理を徹底し、事務処
理の遅れ、漏れの防止に努める。

【困難度：高】
一次審査を行っている社会保険診療報酬支払基金では、ＩＣＴを活用した
審査業務の効率化・高度化を進めており、再審査（二次審査）に基づく知
見も年々積み重ねられていく。‐方、協会の査定率は、システムの精度
や点検員のスキル向上により、既に非常に高い水準に達していることか
ら、Ｋｐｌを達成することは、困難度が高い。

返納金回収率の向上
，内金・損害賠償金等）については、全件調定し、速や
るとともに、無資格受診者に対しては保険者間調整

は、呆

　　

間弟

　

の案内を

　

めた催告状（一次・二
に、高額債務者には電話催告、弁護士名による催

てもなお納付のない債務者に対し、費
十画的に実施する。

⑥ 債権管理・回収と返納金債権発生防止の強化
・「債ｑ権管理・回収計画」を策定 実践し、確実な向収′

　

努める。
・ 発生した債権（返納金、損害賠償金等）については、全件調定及び納
付書の速やかな送付を徹底するとともに、「債権管理・回収計画」に基づ
き、早期回収に向けた取組を結実かつ確実に実施する。

　

早期回収に努める★め、保険者間調整を積極的に活用するとともに、未納者に対しては、早期の埋没階から弁護士等と連携した効果的な催告
及び法的手続きを実施する。

・ オンライン資格 確 認

　　

六 ：；

　　　　　

′

　　

▲ノ

　　　

、、

早期かつ適正な届出について、日本年金機構と連携し工堕

Ｋｐｌ：返納金債権（診療報酬返還金（不当請求）を除く。）の回収率を
ｉ年度以上とする

⑥

　

債権管理・回収と返納金債権発生防止の強化
・ 発生した債権（返納金、損害賠償金等）については、全件調定及び納
付書の速やかな送付を徹底するとともに、「債権管理・回収計画」に基づ
き」早期回収に向けた取組を着実かつ確実に実施する。
・ 保険者間調整を積極的に活用するとともに、弁護士と連携した効果的
登催告及び法的手続きを厳格に実施し、債権回収率の向上を図る．
・ 債権の適切な管理、同収率の向上を目的として、債権管理回収事務
担当者研修会逐ヨ実施する。
・ オンライン資格確認による無資格受診の発牛抑ート効果をより向上さ

る。
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令和８年度

　

全国健康保険協会神奈川支部

箸」については、重複投薬の防止など、良質かつ効率的≠
に繋がることから、加入者・事業主にその意

　　

理

　

いただ
けるよう、様々な広報媒体を活用し、周知する。
・ マイナンバーが未登録の加入者に対して、事業主を通じたマイナン
く一登録勧奨を実施し未収録者の登録を進める。
・ マイナンバーは登録されているが、協会保有の情報と住民基本台帳
の情報と一致しない加入者に対して効果的な本人照会を実施』正確

令和７年度 全国健康保険協会神奈川支部

期的に勉強会等を実施する。

債権の件数や金額が増加している中、ＫＰＩを達成することは、困難度が　

（３）ＤＸ（デジタルトランスフオーメーション）の推進
ｉ）オンライン資格確認等システムの周知徹底
・医療ＤＸの基盤であるオンライン資格確認等システムについて、制度の
概要やメリットを加入者 事業主に周知する。
特に、２０２３（令和５年）年１月より運用が開始された「電子処方務」につい
ては、重複投薬の防止など、良質かつ効率的な医療の提供に繋がるこ
とから、加入者・事業主にその意義を理解いただけるよう、様々な広報媒
体を活用し、周知する。
・ マイナンバーが未登録の加入者に対して、事業主を通じた効果的な
マイナンバー登録勧奨を実施宣圭一
・ マイナンバーは登録されているが、協会保有の情報と住民基本台帳

ｉ）オンライン資格確認等システムの周知徹底
・医療ＤＸの基盤であるオンライン資格確認等システムについて、制度の
要やメリットを加入者 事業主に周知する。
に

　

２０２３ △

　

５

　　　

１

　　

し、

　

（

　

ム

　　

ー「電子処方務」につい

は、重複投薬の防止など、良質かつ効率的な医療の提供に繋がるこ
とから、加入者・事業主にその意義を理解いただけるよう、様々な広報
本を活用し、周知する。
・ マイナンバーが未登録の加入者に対して、事業主を通じた効果的な
イナンバー登録勧奨を実施宣圭一
・ マイナンバーは登録されているが、協会保有の情報と住民基本台帳
上の情報と‐致しない加入者に対して効果的な本人照会を実施する。
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令和８年度

　

全国健康保険協会神奈川支部

ｉｉ）電子申請等の推進
加入者の利便性の向上や負担軽減の観点から、２０２６（

△和８）年１月

（具体的な取組）
・ 加入者及び事業所を対象に、マイナンバーカードの保険証利用、電
子処方箆及び電子申請等について、各種媒体を活用した周知・広報を
行う。
・ マイナンバー収録を正確に行い、未収録者への照会を適切に行う。
・ マイナンバーカードの健康保険証利用のメリットを周知するとともに、
マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない等、資格確認宴
が必要な加入者に対し、速やかに発行する。

、

　　　　　

ー

　　　　

、

　　　　　　　　　　

ー

令和７年度

　

全国健康保険協会神奈川支部

や負担軽減の観点から、２０２６（令和８）年１月

（具体的な取組）
・ 加入者及び事業所を対象に、オンライン資格確認、マイナンバーカー
ドの保険証利用、電子処方藁及び電子申請等について、各種媒体を活
用した周知・広報を行う。
・ マイナンバー収録を正確に行い、未収録者への照会を適切に行う。
・ マイナンバーカードの健康保険証利用のメリットを周知するとともに、
マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない等、資格確認宴
が必要な加入者に対し、速やかに発行する。
・ マイナ保険証の利用促進に取り組むと もに、徹康保険証が使用でき
なくなった後の混乱を防ぐため、俺格確認書等の制度周知に取り組む。

　　

１

　

：

経過措置期間が満了し、伯康保険証が使えなくなるという大きな変換期
を迎えＬても、加入者が適切な保険診療を効率］的かつ支障なく受けられる

　

．

　　　

ヱｌｒ

　

′

　　

－

　　　

′１

　

・

　

′

　　　

±
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－；

　　　　　　

▲
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‘ー
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健診結果について分析を行し
健康づくりの支援に活用する。

【重要度：高】
調査研究事業を推進することにより得られるエビデンスに基づき、医療
費適正化や健康づくり等に取り組むことは、協会の健全な財政運営を確
保するとともに、効果的・効率的に事業を実施する観点から重要度が高
いｏ

１（２）健 康づくり

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　

１

令和８年度

　

全国健康保険協会神奈川支部

‘－２． 戦略的保険者機能のー層の発揮

　　　　　　　　　　　

１１

（具体的な取組）
・ 本部が作成した分析用マニュアルなどを活用し、医療費や健診結果
等の集計を行し
年齢階層別、

． 県や健康づくりの推進１
くりや医療費適正化に資す

り終

　　　　

討

　

る 臼針とする。
りの推進に係る協定を締結している市と、地域の健康づ

令和７年度

　

全国健康保険協会神奈川支部

り、関係者が一体となって進めていく必要があることね、ゥ、困難度が高

　
ー－２． 戦略的保険者機能のー層の発揮

　　　　　　　　　　　　

－１

（具体的な取組）
・ 本部が作成した分析用マニュアルなどを活用し、医療費や健診結果
等の集計を行い、医療費やリスク保有割合等の地域差、性別、業態別
年齢階層別、疾病別等の分析を行い、支部の医療費適正化や加入者、
事業所の健康づくり対策を検討する指針とする。
・ 県や健康づくりの推進に係る協定を締結している市の意見等も踏ま
え、地域の健康づくりや医療費適正化に資する情報提供を行う。
・ かながわ健康企業宣言の参加事業所における一人当たり医療費や
健診結果について分析を行い、従業員の健康リスクを抱えた事業所の
健康づくりの支援に活用する。

ることにより得られるエビデンスに基づき、医療
費適正化や健康づくり等に取り組むことは、協会の健全な財政運営を確
保するとともに、効果的・効率的に事業を実施する観点から重要度が高
いｏ

１

　

１

　　

１

　

；－
医療費や健診結果等のビッグデータから加入者や地域の特徴を把握す
るには、統計・データ分打丘に関する．高度な知１歳が求められることかり困
難度が高い。

１（２）健康 づくり

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｌ

（１） データ分析に基づく事業実施

施するため、医療費・健診データ等を活用して地域差等の分析を行う。
　　　　　　　　　　　　　　　
・ 地域差等の特徴や課題を把握するため、本部から提供されたデータ
及び情報系システムから抽出したデータ等を用い、「顔の見える地域ネッ
トワーク」も活用した事業を実施する。

１

　　

丁－

　　　　　

こ

　

っ

・ 医療費適正化等に向けたデータ分析に基づく事業及び情報発信を実
施するため、医療費・健診データ等を活用して地域差等の分析を行う。
・ 地域差等の特徴や課題を把握するため、本部から提供されたデータ
及び情報系システムから抽出したデータ等を用い、「顔の見える地域ネッ
トワーク」も活用した事業を実施する。
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令和８年度

　

全国健康保険協会神奈川支部

画（データヘルス計画）においては、循環器系
目した取組を推進し、メタポリツクシンドローム及

びメタポリツクシンドローム予備群の保有率を減らすことを目標とする。

（具体的な取組）
・「特定健診・特定保健指導の推進」「重症化予防の対策」「コラボヘルス
の取組」を柱とし策定した第３期保健事業実施計画（データヘルス計画）
について、各年度の取組を着実に実施する。その際には、「特定健診・特
定保健指導データ分析報告書」や「支部別スコアリングレポート」のほ
か、情報系システム等の分析ツールを用いてＰＤＣＡサイクルを回し、取
組の実効性を高める。
・なお、６か年間計画たある第３期保健事業実施計画の前半最後の年度
　

　　　　　　　　　　　　　　　

　

　

　であることから、中間評価を行い後半期（令和９～１１年）の－宰臼テ計画をよ
り実効性の高い計画とする－
・ 分析ツールを活用し選定した地域や業態に、健康づくりに向けた働き
かけを行う。
・契約保健師及び管理栄養士が担うべき新たな役割を踏まえて、特定
保金融旨導はもとより、支部の実情に・応じて必要なゴ呆健事業の取組を検
＝→－

　　

″１．・１

　

１

（具体的な取組）
，「

　

、
ぬ

　

診．

・健診・保健指導カルテ等を活用して、実施率への影響が大きいと見込
まれる事業所や業態等を選定し、重点的かつ優先的に働きかけること
で、効率的・効果的な受診勧奨を実施する。
・被保険者に対する生活習慣病予防健診（特定健診の項目にがん検診
の項目等を加えたもの）について、

そ

　

こついて、
…

の取得を推進する
協会（３者間）での提供・運用スキームのもとで
者健診データが健診機関を通じて確実に協会
体等と連携し、事業主へのアプローチを強化
・被扶養者に対する特定健診について、実施・

令和７年度

　

全国健康保険協会神奈川支部

・第３期保健事業実施計画（データヘルス計画）においては、循環器系
疾患の入院受診率に着目した取組を推進し、メタポリツクシンドローム及
びメタポリツクシンドローム予備群の保有率を減らすことを目標とする。

ーータ分析報告書」や ノングレポート」のほ
、てＰＤＣＡサイクルを回し、取

・ ２年目にあたる２０２５（令和７）年度は、分析ツールを活用し選定した地
域や業態に、健康づくりに向けた働きかけを行う。

・被保険者に対する生活習慣病予防健診（特定健診の項目にがん検診
の項目等を加えたもの）について、健診・保健指導カルテ等を活用して、
実施率への影響が大きいと見込まれる事業所や業態等を選定し、重点
的かつ優先的に働きかけることで、効率的・効果的な受診勧奨を実施す
る。ま た、

　　　　

日

　　

ヌ編

　　

、 ロ

　

診 の

　

．

　　　

の

　　　　　　　

ー

・事業者健診データの取得について、２０２５（金弱虻７り年度ね、り魔融合される
電子カルテ情報共有サービスを活用した事業者健診データの取得を推
進するとともに、事業主・健診機関・協会（３者間）での提供・運用スキー
ムのもとで、４０歳未満も含めた事業者健診データが健診機関を通じて確
実に協会に提供されるよう、関係団体等と連携し、事業主へのアプロー
チを強化する。
・被扶養者に対する特定健診について、実施率の向上を図るため、市区
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令和８年度

　

全国健康保険協会神奈川支部

等の拡大を図るとともに、骨粗髭症及びその予備群を早期に発見するた
めの「骨粗髭症検診」、歯科疾患の早期発見、重症化予防を図るための
「歯刊二ス％」、緑内障等失明に繋がる重大な病気の早期発見のための
「眼底検査」などのオプション健診を活用し、予防の重要性に関する啓発
を広く進める。
・健診体系の見直しとして２０２７（令和９）年度に実施する、被扶養者を対
象とした生活習慣病予防健診及び人間ドック健診等について、円滑に実
施にきるよう準備を進める。
■Ｋｐｌ：１）生活習慣病予防健診実施率を５８．６％以上とする

　　

２）事業者健診データ取得率を６．２％以上とする

　　

３）被扶養者の特定健康診査実施率を３０．０％以上とする

特定健康診査】
協会の特定健診と市町村のがん検診の同・

　

路会の特定健診と市町村のがん検診の同時受診が可能である健診
機関の情報を集約し、支部ホームページ等にて周知を行うとともに、年
度当初の受診案内においても自治体と連携した周知を拡大する。
． 特定健診未受診者に対するオプショナル検査等を含めた自己負担無
料の健診機関主催による集団健診（出張会場）の広報券行うレレもに、支
部主催による集団健診（出張会場）を拡大する。
・ 検査項目の充実ニーズに対応するため、被保険者の生活習慣病予

　

度当初の受診案内においても自治体と連携した周知を五 。

　

． 特定健診未受診者に対するオプショナル検査等を含めた自己負担，

　

料の健診機関主催による集団健診（出張会場）勧奨対象者の拡山本を図

　

るとともに、支部主催による集団健診（出張会場）を開催する。

　

・ 検査項目の充実ニーズに対応するため、被保険者の生活習慣病予
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令和８年度

　

全国健康保険協会神奈川支部 令和７年度

　

全国健康保険協会神奈川支部

【重要度：高】
健康保険法において、保険者は被保険者等の健康の保持増進のために
必要な事業を行うとされている。また、特定健康診査の実施は高齢者の
医療の確保に関する法律により、保険者に実施が義務付けられ、かつ、
実施率については、国の指針において、２０２９年度の目標値（７０％）が示
されており、重要度が高い。

：高】
入事業所は、被保険者数９人以下の中小企業が８割を超えて、り、１事業所当たりの特定健診対象者が少ないことに加え、健康保険

組合等と異なり保険者と加入者及び事業主との距離が大きく、特定健診
の受診に対する理解が得られにくい等、効率的な事業の実施が難しい
状況である。そのような中で、国が示す目標値の達成に向けて着実に実
施率を向上させることは、困難度が高い。

）特定保健指導実施率の向上
に策定した標準モデルに沿った特定保健指導の利用案内

む）の徹底を図る。
ルテ等を活用して、実施率への影響が大きいと見込じ等を選定し、重点的かつ優先的に働きかけること

奨を実施する。
　

　

　

　　　　

　

　

　

い

　

．診

　　　

こ

　

、ｒ

つつ外部委託の更なる推進を図り、健診・保健指導を一貫
るよう、健診当日の初回面談の実施をより一層推進すると
某健指導の早期実施に向けて、健康意識が高まる健診当

日の働きかけを拡充する。

・遠隔面談等のＩＣ丁を活用する等、特定保健チ
リを推進し、対象者の利便性の向上を図る。
ｉｉ）特定保健指導の質の向上
第４期の特定保健指導における「評価体系の見直し」（※）に基づく成

、環境づ

【重要度：高】
健康保険法において、保険者は被保険者等の健康の保持増進のために
必要な事業を行うとされている。また、特定健康診査の実施は高齢者の
医療の確保に関する法律により、保険者に実施が義務付けられ、かつ、
実施率については、国の指針において、２０２９年度の目標値（７０％）が示
されており、重要度が高い。

【困難度：高】
協会の加入事業所は、被保険者数９人以下の中小企業が８割を超えて
おり、１事業所当たりの特定健診対象者が少ないことに加え、健康保険
組合等と異なり保険者と加入者及び事業主との距離が大きく、特定健診
の受診に対する理解が得られにくい等、効率的な事業の実施が難しい
状況である。そのような中で、国が示す目標値の達成に向けて着実に実
施率を向上させることは、困難度が高い。

ｉ）特定保健指導実施率の向上
・２０２２年度に策定した標準モデルに沿った特定保健指導の利用案内
（指導機会の確保を含む）の徹底を図る。
・健診・保健指導カルテ等を活用して、実施率への影響が大きいと見込
れる事業所や業態等を選定し、重点的かつ優先的に働きかけること
や、効率的・効果的な利用勧奨を

出施する。

・質を確保しつつ外部委託の更なる推進を図り、健診・保健指導を一貫
して実施できるよう、健診当日の初回面談の実施をより一層推進する。

・ 隔面談等のＩＣＴを活用した特定保健指導を促進する等、特定保健指
を実施しやすい環境づくりを推進し、対象者の利便性の向上を図る。
ｉｉ）特定保健指導の質の向上
第４期の特定保健指導における「評価体系の見直し」（※）に基づく成
を重視した特定保健指導を推進するとともに、特定保健指導の成果の

１８



令和８年度

　

全国健康保険協会神奈川支部

見える化を図る。
（※）特定保健指導の実績評価にアウトカム指標が導入され、主要達成
目標を「腹囲２ｃｍ・体重２盤減」とし、生活習慣病予防につながる行動変
容や「腹囲ｌｃｍ・体重１撃滅」をその他目標として設定する。
■

　

Ｋｐｌ：１）特定保健指導実績評価者数を対前年度以上とする

　　　

２）被保険者の特定保健指導実施率を２４．０％以上とする

　　　

３）被扶養者の特定保健指導実施率を２１．８％以上とする

（具体的な取組）
の拡充にあたっては、生

こ対する次年度契約更新に向けた説明会
働きかけを行う。

し、量的拡充とともに加入者の利便性
の向上を図る。
・ 特定保健指導未実施の健康宣言事業所等に職員による訪問や架電
を行い、実施率向上を図る。
・ 報奨金を活用し、健診機関に対し、実施率向上を促す。
・ 被扶養者の集団健診の際、初回面談の実施が可能である健診機関
の拡大を図る。

【重要度；高】
特定保健指導を通じて、生活習慣病の発症予防に取り組むことは、加入
者のＱＯＬの向上の観点から重要である。また、特定保健指導の実施
は、高齢者の医療の確保に関する法律により保険者に実施が義務付け
られ、かつ、実施率については、国の指針において、２０２９年度の目標値
（３５％）が示されており、重要度が高い。

【困難度：高】
協会の加入事業所は、被保険者数９人以下の中小企業が８割を超えて
おり、１事業所当たりの特定保健指導の対象者が少ないことに加え、健

令和７年度

　

全国健康保険協会神奈川支部

（※）特定保健指導の実績評価にアウトカム指標が導入され、主要達成
目標を「腹園２センチかつ体重２王旦減」とし、生活習慣病予防につなが
行動変容や「腹囲１

　

ン

　

・つ体重１

　

口減」をその他目標として設定
る。
■

　

Ｋｐｌ：１）特定保健指導実績評価者数を対前年度以上とする
２）被保険者の特定保健指導実施率を１３．５％以上とする
３）被扶養者の特定保健指導実施率を１７．６％以上とする

（具体的な取組）
・ 特定保健指導の実施が可能である健診機関の拡充にあたっては、生
活習慣病予防健診実施機関に対する次年度契約更新に向けた説明会
など、さまざまな機会を捉え、働きかけを行う。
・ 実施率が低調な実施機関については、他の実施機関の好事例を横
展開するとともに、支山都４呆健師を適官派遣し、健診当日の特定保健指導
の実施手順について指導を行う。

・ 特定保健指導専門機関を活用し、量的拡充とともに加入者の利便性
の向上を図る。
・ 特定保健指導未実施の健康宣言事業所等に職員による訪問や架電
を行い、実施率向上を図る。

初回面談の実施が可能である健診機関

【重要度：高】
特定保健指導を通じて、生活習慣病の発症予防に取り組むことは、加入
者のＱＯＬの向上の観点から重要である。また、特定保健指導の実施
は、高齢者の医療の確保に関する法律により保険者に実施が義務付け
られ、かつ、実施率については、国の指針において、２０２９年度の目標値
（３５％）が示されており、重要度が高い。

【困難度：高】
協会の加入事業所は、被保険者数９人以下の中小企業が８割を超えて
おり、１事業所当たりの特定保健指導の対象者が少ないことに加え、健

１９



令和８年度

　

全国健康保険協会神奈川支部

指導の実施に対する理解が得られにくい等、効率的な事業の実
しい状況である。そのような中で、国が示す目標値の達成に向け
に実施率を向上させることは、困難度が高い。

■

　

Ｋｐｌ：血圧、血糖、脂質の未治療者において健診受診月から１０か月
以内に医療機関を受診した者の割合（※）を対前年度以上とする
（※）胸部エックス線の検査項目に基づく受診勧奨における医療機関受
診率を除く

（具体的な取組）
・ 健診結果で要治療と判定されながら医療機関を受診していない者に
対して電話による二次勧奨を実施する。重症域である対象者であり、か
つ電話による勧奨が行えなかった対象者には、文書による勧奨を行う。・ 糖尿病性腎症重症化予防指導プログラムの実施にあたっては、横浜
市、横須賀市、相模原市、川崎市の医師会を通じて、かかりつけ医と連
携しつつ、実施する。地域の拡大については、自治体の動向や、対象者
の発生状況等を踏まえて検討する。

【重要度：高】
要受診者を早期に医療機関に結び付けることは、糖尿病等の生活習慣
病の重症化を防ぎ、加入者のＱＯＬの向上を図る観点から重要度が高
いｏ

⑤

　

コラポヘルスの 推進

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１

　　

健

　　　　

観

　　　　　　　　　　　　　　　

ー

・ かながわ健康企業宣言の参加事業所数の更なる拡大を図るととも
に、取組の質を向上させる観点から、事業所カルテの積極的な活用を図

令和７年度

　

全国健康保険協会神奈川支部

定保健指導の実施に対する理解が得られにくい等、効率的な車業の実
施が難しい状況である。そのような中で、国が示す目標値の達成に向け
て着実に実施率を向上させることは、困難度が高い。

・血圧、血糖、脂質等に着目した未治療者への受診勧奨を着実に実施
る。

未治療者に対して特定保健指導等の機会を活用し、早期受診の重要
について周知徹底を図る。

体や労働局等との連携を通じて意識の醸成を図る。

■

　

Ｋｐｌ：血圧、血糖、脂質の未治療者において健診受診月から１０か月
以内に医療機関を受診した者の割合（※）を対前年度以上とする
（※）胸部エックス線の検査項目に基づく受診勧奨における医療機関受
診率を除く

（具体的な取組）
・ 健診結果で要治療と判定されながら医療機関を受診していない者に
対して電話による二次勧奨を実施する。重症域である対象者であり、か
つ電話による勧奨が行えなかった対象者には、文書による勧奨を行う。
． 糖尿病性腎症重症化予防指導プログラムの実施にあたっては、横浜
市、横須賀市、相模原市、川崎市の医師会を通じて、かかりつけ医と連
携しつつ、実施する。地域の拡大については、自治体の動向や、対象者
の発生状況等を踏まえて検討する。

【重要度：高】
要受診者を早期に医療機関に結び付けることは、糖尿病等の生活習慣
病の重症化を防ぎ、加入者のＱＯＬの向上を図る観点から重要度が高
いｏ

⑨

　

コラボヘルスの推進
・ かながわ健康企業宣言の参加事業所数の更なる拡大を図るととも
に、取組の質を向上させる観点から、事業所カルテの積極的な活用や、

るリスクへの認識を深めるため、事業主に対
の連携を通じて意識の醸成を図る。
防事業について、これまでの取組の効果を検

④

　

重症化予防対策の推進
・血圧、血糖、脂質等に着目した未治療者への受診勧奨を着実に実施
する。
・胸部エックス線の検査項目において要精密検査・要治療と判断されな
がら、医療機関への受診が確認できない者に対する受診勧奨を実施す
る。
・未治療者に対して特定保健指導等の機会を活用し、早期受診の重要
性について周知徹底を図る。
・従業員が治療を放置するリスクへの認識を深めるため、事業主に対
し、関係団体や労働局等との連携を通じて意識の醸成を図る。

るリスクへの認識を深めるため、事業主に対
との連携を通じて意識の醸成を図る。
予防事業について、これまでの取組の効果を検

２０



令和８年度

　

全国健康保険協会神奈川支部

た取組について、都

　

府県や市区町村の健康
る。

・ かながわ健康企業宣言参加事業所の健康増進のため、健診結果等
分析し、事業所のリスクに応じた健康づ〈リサポートを行う。
・ 保険者として、事業所や産業保健総合支援センター等と連携したメン
タルヘルス予防対策を推進する。

１Ｉ

　

Ｋｐｌ：健康宣言事業所数を１９３０事業所以上とする

（具体的な取組）

を含めた健康づくりの支援（支部保健師等による無料講座、ビデオオン
デマンドによる動画配信、ＤＶＤの貸出、健康訓監定機器の貸し出し等）を
拡充する。
・ かながわ健康企業宣言参加事業所の更なる健康増進のため、健診
結果等を分析し、事業所のリスクに応じた取組目標の設定を促すこと
や、健康づくりサポートの利用勧奨を行う。
・ 事業所カルテを活用し、健康度の改善状況をデータとして健康宣言事
定期的－ することで、事業所の健康経営に対する取組意欲

に、家族を含めた健診や特定保健指導の実施に向
、けを行う。

【重要度：高】
超高齢社会に突入し、従業員の平均年齢上昇による健康リスクの増大
等の構造的課題に直面している中、健康保険法に基づく保健事業の実
施等に関する指針や事業場における労働者の健康保持増進のための
指針（ＴＨＰ指針）等において、コラボヘルスを推進する方針が示されてい
る。また、日本健康会議の宣言において、「保険者とともに健康経営に取
り組む企業等を１５万社以上とする」と目標が打ち出されるなど、国を挙げ
てコラポヘルスを推進していることから、重要度が高い。

令和７年度

　

全国健康保険協会神奈川支部

値設定等の必須化）を図る。また、家族を含めた事業所における健康づ
くりの支援等を拡充する。
・ 地方自治体等と連携した取組について、都道府県や市区町村の健康
増進計画等も踏まえ推進する。
・ かながわ健康企業宣言参加事業所の健康増進のため、健診結果等
を分析し、事業所のリスクに応じた健康づくりサポートを行う。
・ 保険者として、事業所や産業保健総合支援センター等と連携したメン
タルヘルス予防対策を推進する。

■

　

Ｋｐｌ：健康宣言事業所数を１，５８０事業所以上墜澄とする

（具体的な取組）
・ 健康保険委員の委嘱事業所を中心に加入事業所への文書勧奨及び
健康づくりの推進に係る覚書を締結した団体等と連携した勧奨により、
健康宣言事業所数の更なる拡大を図る。
・ 健康宣言事業所に対するフオローアップの一環として、食事、飲酒、
運動等の生活習慣や喫煙対策、メンタルヘルス予防対策を含めた健康
づくりの支援（支部保健師等による無料講座、ビデオオンデマンドによる
動画配信、ＤＶＤの貸出等）を拡充する。
・ かながわ健康企業宣言参加事業所の更なる健康増進のため、健診
結果等を分析し、事業所のリスクに応じた取組目標の設定を促すこと
や、健康づくりサポートの利用勧奨を行う。

　

健康ぬ言事業所の取組の着手、ステップアップを促す

　

とや取組の横
展開のため、取組事例集を作成する。
・ 事業所カルテを活用し、健康度の改善状況をデータとして健康宣言事
業所へ定期的に提供することで、事業所の健康経営に対する取組意欲
の向上を図るとともに、家族を含めた健診や特定保健指導の実施に向
けて積極的な働きかけを行う。

【重要度；高】
超高齢社会に突入し、従業員の平均年齢上昇による健康リスクの増大
等の構造的課題に直面している中、健康保険法に基づく保健事業の実
施等に関する指針や事業場における労働者の健康保持増進のための
指針（ＴＨＰ指針）等において、コラポヘルスを推進する方針が示されてい
る。また、日本健康会議の宣言において、「保険者とともに健康経営に取
り組む企業等を１５万社以上とする」と目標が打ち出されるなど、国を挙げ
てコラボヘルスを推進していることから、重要度が高い。

２１



令和８年度

　

全国健康保険協会神奈川支部 令和７年度

　

全国健康保険協会神奈川支部

（具体的な取組）

ｉ）ジェネリック医薬品の使用促進
・ジェネリック医薬品の金額ベースの使用割合の数値目標肋〈国から示さ
れ云‐とを踏まスつつ、更なる使用促進を図る。
・加入者にジェネリック医薬品について正確に理解いただけるよう、広報
等に取り組む。
・医療機関や地域ごとに策定する医薬品の使用指針であるフォーミュラ
リについて、その導入状況等を踏ま・え、地域の実情に応じて保険者とし

医療資源の適正使用の観点から、かかりつけ医・かかりつけ薬局を持つ
ことの意義、時間時間外受診・‘ましご受診の問題点、セルフメディケー
ションの推進やリフィル処方範の仕組みについて、加入者への周知・啓

・ポリファーマシー（多剤服用の有害事象）、抗菌薬の適正使用及び医療
資源の投入量に地域差がある医療について、データ分析に基づき実態
等を把握一隻上で、医療関係者への情報提供竿、加入者への周知・啓
発を図る。
ｉ）～ｉｉｉ）の取組については、「顔の見える地域ネットワーク」を最大限に
活用して事業展開を図る。
■

　

Ｋｐｌ：１）医薬品の安定的な供給を基本としつつ、ジェネリック医薬品
使用割合（数量ベース）（※２）を年度末時点で対前年度以上とする
※ ２医科、ＤＰＣ、歯科、言。剤レセプト

　

、 とする

（具体的な取組）

（３）医療費適正化
①

　

医療資源の適正使用
／ノジェネリック医業演品の値瀦復道
・ジェネグック！医薬端の金獅バースの食用罰＃。△向上に向けて、丁

　

タ分
析による課題把握を行いつつ、更なる館用熔道を図る。
・加入者にジェネリック医薬詰品について正階た理解乙１ただツナるよう、広粥
箱た－取り舵翌る、。
・医療機燭位地堀口とに庸定する匡蒲品の徳用指霧であるフォーミュラ
夕につかて、その導入状況等を踏まえ、地域の美恵備に応じて圭一夕を活
用Ｕした関係者への働きかけに取り組む

″ノバ オシミラールご オ炎粉秘別等の館用燦道
・国の方針（※１）を踏まえ、ハイオシミラーの使用促進を図る云め、医療

１）２０２９（令和１１）年度末までに、バイオシミヴーに８０％以上置き換
た成分数が全体の成分数の６０％以上にすることを目指す」

ｉｉｉ）上手な医療のかかり方
使用の観点から、かかりつけ医・かかりつけ薬局を持

こ

　

の，、 、時間外受診・はしご受診の問題点、セルフメディケーショ
の推進やリフィル処方範の仕組みについて、加入者への周知・啓発を
図る。
・ポリファーマシー（多剤服用の有害事象）、抗菌薬の適正使用及び医療

ついて、データ分析に基づき実態

入者への周知・啓発を図る。
～ｉｉｉ）の取組については、「顔の見える地域ネットワーク」を最大限に
して事業展開を図る。

■

　

Ｋｐｌ：医’‘品の安定的な供給を基本としつつ、ジェネリック医薬品使
割合（数量ベース）（※２）を年度末時点で対前年度以上とする
※２医科、ＤＰＣ、歯科、調剤レセプトを対象とする

２２

以上置き換



令和８年度

　

全国健康保険協会神奈川支部

」こついて、

【重要度：高】
国の後発医薬品に
の安定的な供給を基本
・

　

、で８０％Ｅ上

かかる新目標として、「２０２９（令和１１）年度末までに、
共給を基本としつつ、後発医薬品の数量シェアを全て
以上とする主目標並びにバイオ後続品に８０％以上置
全体の成分数の６０％以上とする副次目標及び後発

医薬品の金額シェアを６５％以上とする副次目標」が定められており、協
会としてジェネリック医薬品及びバイオシミラーの使用促進の取組を進め
ることは、国の目標達成に寄与するものであることから、重要度が高い。
また、上手な医療のかかり方を啓発することは、患者の金銭的な負担、
時間的な負担、体力的な負担が軽減されるほか、医療機関、医療従事
者への負担も軽減され、良質かつ適切な医療の効率的な提供に資する
ことから、重要度が高い。経済財政運営と改革の基本方針２０２５で「医薬
品の適正使】用や後発医基品の使】用促進のみならず、係犠牲適正１ヒの
観点から、地域フォーミュラリを普及する」ことが明記された

－と力ら、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　

　

　　　　

　

フオーミユラリの取組を進めることは重要度が高い。

【困難度：高】
ジェネリック医薬品使用割合（数量ベース）が８０％を超えており、すでに
非常に高い使用割合となっていることから、この水準を維持し、対前年度
以上の使用割合とするためには、一層の努力が必要となる。また、国の
副次目標で金額ベースの数値目標が新たに設定されたが、金額ベース
の目標達成に向けては単に数量シェアを伸ばすだけではなく、データ分
析の上、効果的なアプローチの検討が必要となる。さらに、バイオシミ
ラーは、その特性や使用状況、開発状況や国民への認知度等がジェネ
リック医薬品とは大きく異なるため、バイオシミラー特有の事情を踏まえ

令和７年度

　

全国健康保険協会神奈川支部

・「上手な医療のかかり方」について、県や医療関係者等と連携し、ポ
スター掲示等を通じて加入者や事業主に対して働きかけを行うほか、鰹

【重要度：高】
国の後発医薬品にかかる新目標として、「令和１１年度末までに、医薬品
の安定的な供給を基本としつつ、後発医薬品の数量シェアを全ての都道
府県で８０％以上とする主目標並びにバイオ後続品に８０％以上置き換
わった成分数を全体の成分数の６０％以上とする副次目標及び後発医薬
品の金額シェアを６５％以上とする副次目標」が定められており、協会とし
てジェネリック医薬品及びバイオシミラーの使用促進の取組を進めること
は、国の目標達成に寄与するものであることから、重要度が高い。
また、上手な医療のかかり方を啓発することは、患者の金銭的な負担、
時間的な負担、体力的な負担が軽減されるほか、医療機関、医療従事
者への負担も軽減され、良質かつ適切な医療の効率的な提供に資する
ことから、重要度が高い。

【困難度：高】
ジェネリック医薬品使用割合（数量ベース）が８０％を超えており、すでに
非常に高い使用割合となっていることから、この水準を維持し、対前年度
以上の使用割合とするためには、ー層の努力が必要となる。また、国の
副次目標で金額ベースの数値目標が新たに設定されたが、金額ベース
の目標達成に向けては単に数量シェアを伸ばすだけではなく、データ分
析の上、効果的なアプローチの検討が必要となる。さらに、バイオシミ
ラーは、その特性や使用状況、開発状況や国民への認知度等がジェネ
リック医薬品とは大きく異なるため、バイオシミラー特有の事情を踏まえ

２３
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令和８年度

　

全国健康保険協会神奈川支部

かける際には、ジェネリック医薬品以上に医薬品の専門的な知識が必要
となる。加えて、ジェネリック医薬品及びバイオシミラーの使用促進につ
いては、医薬品の供給不安など協会の努力だけでは対応できない事柄
の影響を受けることとなるため、困難度が高い。

ｉ）医療計画及び医療費適正化計画に係る意見発信
・ 医療計画及び医療費適正化計画に掲げられた内容の着実な実施に
向けて、県の取組の進捗状況を把握しつつ、協会が保有する医療費・健
診データの分析結果を活用し、他の保険者等とも連携して、積極的に意

けて、地域医療構想調整

分析結果（医療費の地域差や患者の流出入状況等）や国・県等から提
供された医療データ等を活用し、エビデンスに基づく効果的な意見発信
を行う。

ｉｉｉ）医療保険制度の持続可能性の確保等に向けた意見発信
・ 神奈川支部が参画する会議等において、加入者の健康増進や地域

（具体的な取組）
・ 本部から提供されたデータ等を活用し、地域ごとの医療提供の実態
や偏りも踏まえ、他の保険者と連携しエビデンスに基づく意見発信を行
つ。

令和７年度

　

全国健康保険協会神奈川支部

かける際には、ジェネリック医楽品以上に
となる。加えて、ジェネリック医薬品及びバイオシミラーの使用促進につ
いては、医薬品の供給不安など協会の努力だけでは対応できない事柄
の影響を受けることとなるため、困難度が高い。

ｉ）医療計画及び医療費適正化計画に係る意見発信
・ 医療計画及び医療費適正化計画に掲げられた内容の着実な実施に
向けて、県の取組の進捗状況を把握しつつ、協会が保有する医療費・健
診データの分析結果を活用し、他の保険者等とも連携して、積極的に意
見発信を行う。
ｉｉ）医療提供体制等に係る意見発信
・ 効率的・効果的な医療提供体制・ 効率的・効果的な医療提供体制の構築に向けて、地域医療構想調整
会議、健康づくりや医療費適正化に関する県の会議において、協会が
保有する医療費・健診データの分析結果（医療費の地域差や患者の流
出入状況等）や国・県等から提供された医療データ等を活用し、エビデン
スに基づく効果的な意見発信を行う。

１も選鞭鰹霊離霊欝文薯謡篇進や地域１

、 、

　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　

ー

しエビデンスに基づ

【重要 度：高】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【重要度：高】
効果的・効率的な医療提供体制の構築や中長期的な視点による財政運

　　

効果的・効率的な医療提供体制の構築や中長期的な視点による財政運
営の実現に向けて、国や都道府県に対し、データを活用した意見発信を

　　

営の実現に向けて、国や都道府県に対し、データを活用した意見発信を
行うことは、日本最大の医療保険者として医療保険制度を将来にわたっ

　　

行うことば、日本最大の医療保険者として医療保険制度を将来にわたっ
て安定的に引き継いでいくために不可欠な取組であり、重要度が高い。

　

， て安定的に引き継いでいくために不可欠な取組であり、重要度が高い。
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令和８年度

　

全国健康保険協会神奈川支部 令和７年度

　

全国健康保険協会神奈川支部

（具体的な取組）
・ 支部ホームページや広報誌を活用するなど引き続き制度の周知広報
を丁寧に行う。

（具体的な取組）
・ 支部ホームページや広報誌を活用するなど引き続き制度の周知広報
を丁寧に行う。

（４） 広報活動や「顔の見える地域ネットワーク」を通じた加入者等の理
解促進
・ 協会の運営の持続可能性を維持するためには、医療費適正化の意
義や健康づくり等の協会の取組内容について、加入者・事業主に正確に
理解していただくことが必要である。
・このため、統一的・計画的・効果的な広報の取組を強化し、協会として
目指すべき広報の姿を示す「広報基本方針」に基づき、具体的な広報内
容・広報スケジュールを提示する「支部広報計画」を策定し、実施する。
・具体的には、
①加入者・事業主目線で、分かりやすく、アクセスしやすい広報を実施す
る
②テーマに応じた多様な広報媒体や手法を組み合わせた効果的な広報
を実施する
③地域の関係団体等と連携して広報を実施する
④評価・検証・改善のプロセス（ＰＤＣＡサイクル）を回すことを基本姿勢と
し、協会の財政状況や医療費適正化・健康づくり等の取組について、より
積極的に発信し、加入者・事菜主に一層の理解・協力を求めていく。
・ 広報テーマに応じた広報資材を活用するとともに、地域・職域特性を
踏まえたきめ細かい広報及び地元メディアへの積極的な発信を行う。ま
た、加入者へ直接届けることができる媒体であるＳＮＳ（ＬＩＮＥ）、メールマガ
ジンの活用に取り組む。
・ 健康保険委員について、委嘱拡大に取り組むとともに、健康保険委員
活動の活性化を図るため、健康保険制度に関する相談対応や従業員の
健康づくり等について、研修会や広報誌等を通じて情報提供を行う。

■

　

Ｋｐｌ：１）全被保険者数に占める健康保険委員が委嘱されている事業
所の被保険者数の割合を５７．７％以上とする

　　　

２）健康保険委員の委嘱事業所数を前年度以上とする

■

　

Ｋｐｌ：１）全被保険者数に占める健康保険委員が委嘱され
所の被保険者数の割合を５７．７％以上とする

　　　

２）健康保険委員の委嘱事業所数を前年度以上とする

③ インセンティブ制度の実施及び検証

する。

　　　　　　　　　　　　　　　

Ｉ

・ ク０打て会沫ｎ３彰年度に目面ＩＥＬ券；〒「十′インヤンティづ絹＝唐－券若室に軍縮’

　

‐Ｖ－１

　

、”ＩＨＹ

　

′

　

十風ドルロＶＬ”′”十′－′十十′叫ばＡＬ個 ．^・＾Ｗ’
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★

　

廿

　　　　

」 血

　　

　　　　

　　

　

　　　　

報

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ー

・ 加入者及び事業主にインセンティブ制度の仕組みや意義を理解いた
だけるよう、周知広報を行う。

（４） 広報活動や「顔の見える地域ネットワーク」を通じた加入者等の理
解促進
・ 協会の運営の持続可能性を維持するためには、医療費適正化の意
義や健康づくり等の協会の取組内容について、加入者・事業主に正確に
理解していただくことが必要である。
・このため、統一的・計画的・効果的な広報の取組を強化し、協会として
目指すべき広報の姿を示す「広報基本方針」に基づき、具体的な広報内
容・広報スケジュールを提示する「支部広報計画」を策定し、実施する。
・具体的には、
①加入者・事業主目線で、分かりやすく、アクセスしやすい広報を実施す
る

　

　

　　　　　　

　

　

　

　

　

　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　

　に応じた多様な広報媒体や手法を組み合わせた効果的な広報
る

て広報を実施する
・改善の

　

ロセス（ＰＤＣＡサイクル）を回すことを基本姿勢と
し、協会の財政状況や医療費適正化・健康づくり等の取組について、より
極的に発信し、加入者・事業主に一層の理解・協力を求めていく。
・ 広報テーマに応じた広報資材を活用するとともに、地域・職域特性を
沓まえたきめ細かい広報及び地元メディアへの積極的な発信を行う。ま
こ、加入者へ直接届けることができる媒体であるＳＮＳ（ＬＩＮＥ）やけんぼア
メールマガジンの活用に取り組む

ともに、健康医崖英制度に関す

■

　

ＫＰＩ：１

　　　　　　　　

に める

　　　

呆
所の被保険者数の割合を５９．０％以上とする

③ インセンティブ制度の実施及び検証

　　　　　　　　　　　　　　　

Ｉ

． クｎク１年藷に目清ＩＥＬ券．汗「ナーインセンティブ制唐本落車に車縮する^

　

」▼一幸ー‐一茎にｙ」”′ハー十′一′ナ十′…Ｊー姐
Ｌ肌ハ喜ーハ川畑

′
解
ＷＵ

　　　

　

　　　　　

　　

　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 　

　　　　　

　 　

　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　

Ｉ

・ 加入者及び事業主にインセンティブ制度の仕組みや意義を理解いた
だけるよう、周知広報を行う。
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令和８年度

　

全国健康保険協会神奈川支部 令和７年度

　

全国健康保険協会神奈川支部

‐

　　　　　　　

ぐ

　　　　　

‐‘

　　　　

、“．－

誤りを防止する。
・ 新規適用事業所向けの制度周知とあわせた健康保険委員勧奨を継
続するとともに、事業所の規模別等における委員委嘱率の差について分
析を行ったうえで、効果的に勧奨を実施する。
また、資格喪失等による』健康保険委員の交代を着実に行う。

・ 健康保険委員活動の活性化を図るため、協力関係にある自治体や産
業保健総合支援センター等との協働開催による健康保険委員研修会を
継続するとともに、広報誌等を通じた情報提供を実施する。
・ 健康保険委員の活動や功績に対し健康保険委員表彰を実施する。

神奈川支部加入者の健診結果の分析によると一食事．飲酒一喫煙１‐
関する牛活習慣の要改善者の割合が全国平均より高いことから、」れり
に関する金山康情報や時短レシピなどを定期的にホームページ等に掲載

・ 新規適用事業所向けの制度周知とあわせた健康保険委員勧奨を継
続するとともに、事業所の規模別等における委員委嘱率の差について分
析を行ったうえで、効果的に勧奨を実施する。

・ 健康保険委員活動の活性化を図るため、協力関係にある自治体や産
業保健総合支援センター等との協働開催による健康保険委員研修会を
継続するとともに、広報誌等を通じた情報提供を実施する。
・ 健康保険委員の活動や功績に対し健康保険委員表彰を実施する。

睡．組織・運営Ｉ

　

Ｕ関係

　　　　　　　　　　　　　　　　

－１ １ー３．保険者機能の強化を支える組織．運営体制等の整備

　　　　　

」１

（１） 更なる保険者機能の発揮に向けた人材の育成
・保険者機能を一層発揮するため、職員のキャリア形成を計画的かつ
果的に行う観点から、職場では業務経験を通じて職員の成長を促し、
た、役職に応じた階層別研修及び業務遂行上必要となる専門的なス

（１） 更なる保険者機能の発揮に向けた人材の育成
・保険者機能を一層発揮するため、職員のキャリア形成を計画的かつ六果的に行う観点から、職場では業務経験を通じて職員の成長を促し、
た、役職に応じた階層別研修及び業務遂行上必要となる専門的なス

２６



令和８年度

　

全国健康保険協会神奈川支部 令和７年度

　

全国健康保険協会神奈川支部

目の研修を行うほか、本部主催の多様

（具体的な取組）
・「ＯＪＴ」「集合研修」「自己啓発」を効果的に組み合わせて人材育成を

自己啓発の支援について利用を促す。
・ 支部におけるＯＪＴ研修を充実させ、
レ等の向上を図る。

・協会の職員にとって健康で働きやすし
事業主のための業務に効率的に取り糸
世代青

メント防止
・また、法

（具体的な取組）
・ 効率的に業

を行う。

リア形成を計画的かつ効果的に行う
ヘ多くの職員を参加させる，また、通信教育講座による
について利用を促す。
ＯＪＴ研修を充実させ、職員の業務知識、ビジネススキ

すい職場環境を整備し、加入者及び
り組めるよう、健康経営の推進、次

、福利厚生の充実を柱とした協会の

子育て・介護等と仕事の両立支援、ハラス
策等の取組を進める。
定した一般事業主行動計画に沿って、室

、、残業時間の削減を図るとともに、年次有給休暇

じ、ハラスメント防止やメンタルヘルス対策等の取組

の底上げを図る。
・ 支部の課題等に応じた支部独自の研修を行うほか、本部主催の多様

（具体的な取組）
．「ＯＪＴ」「集合研修」「自己啓発」を効果的に組み合わせて人材育成を
推進する。
・ 役割定義を踏まえた職員のキャリア形成を計画的かつ効果的に行う
ための本部研修へ多くの職員を参加させる。また、通信教育講座による
自己啓発の支援について利用を促す。
・ 支部におけるＯＪＴ研修を充実させ、職員の業務知識、ビジネススキ
ル等の向上を図る。

・協会の職員にとって健康で働きやすい職場環境を整備し、加入者及び
事業主のための業務に効率的に取り組めるよう、健康経営の推進、次
世代育成支援及び女性活躍の推進、福利厚生の充実を柱とした協会の
働き方改革を推進する。
・具体的には、病気の治療、子育て・介護等と仕事の両立支援、ハラス
メント防止やメンタルヘルス対策等の取組を進める。
・また、法律に基づき協会が策定した一般事業主行動計画に沿って、年

（具体的な取組）
・ 効率的に業務を行い、残業時間の削減を図る。

・ 職場研修等を通じ、ハラスメント防止やメンタルヘルス対策等の取組
を行う。

　

幹部職員が積極的に部下へ声掛けを行い、年次有給休暇や育児休

，．｛リー．＞（得‘ 促ｒ
量

（３）風通しのよい組織づくり

能となるよっＬ支部内の連携のより一層の強化に向けて、職員同士の

～書風蔓雫支署 船 製を‐禁…±”－，蛾－

　

－．…

　

←

　

ｒ

、－

　

．。と鞠鍔
四望妻論調鞘南族養護司不穏琵の強化葺同学宅霊前

　

」 、一

様々なコ意見交換や鰭報交換の機会づくりに積極的に取り組み、課題の
把握力及び解決力の強化に努める。

倶 盗的な取組）

　　　　　　　　　　　

」
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令和８年度

　

全国健康保険協会神奈川支部

・

　

２

　

ｘの

　

＝・言員の維持及び業務の公正性の確保に資するため、全
職員にコンブライアンスに関する研修等を実施することにより、職員一人
ひとりのコンプライアンス意識の向上を図る。

令和７年度

　

全国健康保険協会神奈川支部

（具体的な取組）
・ アクセス権限やパスワードの管理について常時点検を行い、個人情
報保護や情報セキュリティを徹底する。
・ チェックツール等の活用により、個人情報の管理を強化する。
・ ダブルチェックを徹底し、個人情報の誤送付等による漏洩を防止す

・支部において個人情報保誰管理委員会を開催し、支部における個人
情報保護に係る取組の基本方針、計画等を検討し、その進捗状況の確
認を行うことで、支部職員の個人情報保護に関する意識の醸成・啓発を
図る。

Ｄ）内部統制等
（１）内部統制とリスク管理の強化
・リスク発生の抑制及びリスクが発生した場合の損失の最小化を図るた
め、業務遂行の阻害となるリスクの網羅的な洗い出し、分析、評価、対
策の検討等の取組を進塗る。
・階層別研修やｅラーニングの活用等により、職員が協会の内部統制や
リスク管理の重要性について理解した上で常に高い意識を持って業務遂
行できるよう意識啓発

　

図る。

情報の漏洩等を防止し、厳格に管理するため、全職員に
る研修を実施する。

ロ）内部統制等
（１）内部統制とリスク管理の強化
・リスク発生の抑制及びリスクが発生した場合の損失の最小化を図るた
め、業務遂行の阻害となるリスクの網羅的な洗い出し、分析、評価、対
策の検討等の取組を拡充する。
・階層別研修やｅラーニングの活用等により、職員が協会の内部統制や
リスク管理の重要性について理解した上で常に高い意識を持って業務遂
行できるよう意識啓発

　

図る。

（２）個人情報の保護の徹底

個人情報の保護に関する研修を実施する。

　　　　　　　　　　　　　

Ｉ

・保有する個人情報の漏洩等を防止し、厳格に管理するため、全職員に

　　　　　　　　　　

修

　

業施

　　　　　

個 人情報日

　　

揮

　　　　　

催

　　　

情報

　　　　

１・支部において個人情報日暴誰管理委員会を開催し、個人情報保護管理
体制の現状把握と問題点の是正を通じて、個人情報の保護の徹底を図
る。

（３） 法令等規律の遵守（コンプライアンス）の徹底
・協会の社会的信頼の維持及び業務の公正性の確保に資するため、全
職員にコンプライアンスに関する研修等を実施することにより、職員‐人
ひとりのコンプライアンス意識の向上を図る。

　

支部コンプライアンス委員会を開催」、コンプライアンスに係る取組を
推進する。
・豊艶相談窓口（コンブラほっとライン）笠、相談窓口の周知を継続的に
実施する。

２８



２９

令和８年度

　

全国健康保険協会神奈川支部 令和７年度 全国健康保険協会神奈川支部

プ

（４）費用対効果を踏まえたコスト削減等
・ 調達における競争性を高めるため、ー者応札案件の減少に努める。
・各種経費の削減に努める。
■

　

Ｋｐｌ：一般競争入札に占める一者応札案件の割合について、１５％以
下とする

（４）費用対効果を踏まえたコスト削減等
・ 調達における競争性を高めるため、一者応札案件の減少に努める。
・各種経費の削減に努める。
■

　

Ｋｐｌ：一般競争入札に占める一者応札案件の割合について、１５％以
下とする



令和８年度

　

全国健康保険協会神奈川支部 令和７年度

　

全国健康保険協会神奈川支部

名↑； 度：：；ｊ１ｉｏ一・±策呂ｉ二…． 覧表

　　　

１

１．基盤的保険者機能の盤石化

　

具 体的施 策

　　　　　　　　

Ｋｐｌ

　　　　　　

；；：令和６年度叉不
（２）業務改革の実

　

１）サービススタンダードの運

　

１）１００％
践と業務品質の向

　

成状況を１００％とする（※）
上

　　　　　　　　　

※サービススタンダードの達
②サービス水準の

　

成状況については、令和５年
向上

　　　　　　　

の決定件数が年間２００万件を

　　　　　　　

超える規模であることを踏ま

　　　　　　　

え、Ｋｐｌ実績値は、小数点第３

　　　　　　　

位を四捨五入して評価する。

　　　　　　　　

２）サービススタンダードの平

　

２）【新設】

　　　　　　　

均所要日数７日以内を維持す （令和７年度から

　　　　　　　　

る

　　　　　　　　　　　　　　　

ＫＰ１として雲守宗）

　　　　　　　

３）現金給付等の申請に係る

　

３）【新設】

　　　　　　　　

窓口での又付すご”前′サ盛じ」（令和７年度から

　　　　　　　

下とする

　　　　　　　　　　　

Ｋｐ１として諸 宗）
（２）業り刀改革の実

　

１） 協会のレセプト点検の査

　

１）０，１１６％
践と業務品質の向

　

定率（※）について対前年度以
上

　　　　　　　　　

上とする
⑤

　

レセプト点検の （※）査定率＝協会のレセプト
精度向上

　　　　　

点検により査定（減額）した額

　　　　　　　

÷協会の医療費総額

　　　　　　　

２） 協会の再審査レセプト１件 ２）１４，９７７円

　　　　　　　　

当たりの査定額を対前年度以

　　　　　　　　

トレする

（２）峯粉牧軍の史

　

；后篭金薩経（二；“．

　　　　　　　　　　　　　　

…＝ニニ留 金 １）破 婚ワも
践と業務品質の向 （不当請求）を除く。）の回収率
上

　　　　　　　　　

を対前年度以上とする
⑥ 債権管理・回収
と返納金債権発生
防止の強化

具体的施策 ＫＰＩ ；；：令和６年度叉不

　

具体的施策
（２）業務改革の実
践と業務品質の向
上
②サービス水準の
向上

　　　　　　

ＫＰＩ

１）サービススタンダードの達
成状況を１００％とする（※）
※サービススタンダードの達
成状況については、令和５年
の決定件数が年間２００万件を
超える規模であることを踏ま
え、Ｋｐｌ実績値は、小数点第３
位を四捨五入して評価する。

参考：令和５年度
１）１００％（２）業務改革の実

践と業務品質の向
上
②サービス水準の
向上

１）サービススタンダードの達
成状況を１００％とする（※）
※サービススタンダードの達
成状況については、令和５年
の決定件数が年間２００万件を
超える規模であることを踏ま
え、Ｋｐｌ実績値は、小数点第３
位を四捨五入して評価する。

１）１００％

２）サービススタンダードの平
均所要日数７日以内を維持す
る

２）【新設１
（令和７年度から
ＫＰ１として雲号宗）

２）サービススタンダードの平
均所要日数７日以内を維持す
る

２）Ｌ新－設】
（令和７年度から
Ｋｐ１として譜宗）

３）現金給付等の申請に係る
窓口での′叉付すご角刺す度以
下とする

３）【新設】
（令和７年度から
ＫＰ１として言き奔）

３）現金給付等の申請に係る
窓口での受付率を対前年度以
下とする

３）【新設】
（令和７年度から
ＫＰ１として設定）

（２）業り刀改革の実
践と業務品質の向
上
⑤

　

レセプト点検の
精度向上

１） 協会のレセプト点検の査
定率（※）について対前年度以
上とする
（※）査定率＝協会のレセプト
点検により査定（減額）した額
÷協会の医療費総額

１）０．１１６％ （２）未粥改革の実
践と業務品質の向
上
⑤

　

レセプト点検の
精度向上

１） 協会のレセプト点検の査
定率（※）について対前年度以
上とする
（※）査定率＝協会のレセプト
点検により査定（減額）した額
÷協会の医療費総額

１）【新政】
（令和６年度から
Ｋｐ１として設定）

２） 協会の再審査レセプト１件
当たりの査定額を対前年度以
トレする

２）１４，９７７円 ２） 協会の再審査レセプト１件
当たりの査定額を対前年度以
上とする

２）８，３０１円

践と業務品質の向
上
⑥ 債権管理・回収
と返納金債権発生
防止の強化

（不当請求）を除く。）の回収率
を対前年度以上とする

１）Ｒ含ｎ斤ワも （２）業務教卓の実
践と業務品質の向
上
⑥ 債権管理ー回収
と返納金債権発生
賭１トの強化

週論金員後（診療報酬返還金
（不当請求）を除く。）の回収率
を対前年度以上とする

１）【新設】
（令和６年度から
Ｋｐ１として設定）

ｎｍ／年」蔓，Ｔ小川又ご乎Ｔ‐Ｔ画Ｋｐｉ一覧表

２．ヤー，，：…－台微服の一層の発揮キ

３０



令和８年度

　

全国健康保険協会神奈川支部

率（※）を５８．醇も以上とする
‘・事業者健診
ーータ取得率
向上

ぴ質の向上

４

　

重症化予防対

　

において健診受診月から１０か （令和７年度から
策の推進

　　　　　

月以内に医療機関を受診した

　

Ｋｐ１として設定）
以上とす

る（※）
（※）胸部エックス線聖検査堕旦
に基づく受診勧奨における医療
機関受診率を除く

り

※）

４

　

重症化予防対

　

において健診受診月からｌｏか （令和７年度から
策の推進

　　　　　

月以内に医療機関を受診した

　

Ｋｐ１として設定）

（※）
（※）２０２５（令和７）年度から開始
る胸部エックス線検査に基づく
受診勧奨における医療機関受診

の推 業所（※）以上とする
進

令和７年度

　

全国健康保険協会神奈川支部

（※）を５６．僻も以上とする
率・事業者健診

　　

（※）令和６年度から実施率の
データ取得率等の

　

算出方法を変更。なお、変更
向上

　　　　　　　

後の算出方法と類する令和４
度インセンティブ制度の「特
定健診等の実施率」は

３．０％

１

　

１２．Ｉ

保健指導実
施率及び質の向上

　

２ １７．２％

３１



令和８年度

　

全国健康保険協会神奈川支部 令和７年度

　

全国健康保険協会神奈川支部

基本としつつ、ジェネリック医
医療資源の適

　

薬品使用割合（※）を年度末時
点で対前年度以上とする
（※）医科、ＤＰＣ、歯科、調剤レセ

（令和７年度から
Ｋｐ１として設定）

Ｉ

　

ＳＮＳＬＩＮＥ＝エ ア

　　

ン

　　　

１
の見える地域ネット 用いて、毎月２回以上情報発
ワーク」を通じた加

　

信を行う
入者等の理解促進

　

２）全被保険者数に占める健

　

２）５８．８％
員が委嘱されている

２４，３８１

の見える地域ネット 用いて、毎月情報発信を行う （
ワーク」を通じた加
入者等の理解促進

　

２）全被保険者数に占める健

　　　　　　　　　　　　　　　　　

て い る

化
医療資源の適

しつつ、ジェネリック

（※）医科、ＤＰＣ、歯科、調剤レセ

（令和７年度から
Ｋｐ１として設定）

５８．３％ｏ

３２



令和８年度

　

神奈川支部保険者機能強化予算について



『支部保険者機能強化予算の概要

　　　　　　　
ｒ

支部保険者機能強化予算は、支部における医療費適正化等の保険者機能を発揮するため、支部の加入者
数等の規模に応じて措置されているもの。
この予算の策定にあたっては、当該支部に措置された予算の枠組みの中で、支部の重点課題や地域の特性
等を踏まえ、予算をどの取組に重点配分するかにつし、て、支部の裁量で決めることができる。

（参考） 支部の予算体系のイメーン

ー．
１
－
１
１
１
１
１
１
１
１
．
‐
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

１支部保険者機能強化予算

　

』髭寵 畿 一
＝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

健診の 受診勧 奨、健康企業宣言、

　

＝

＝

　　　

② 医 療 費 適 正 化 等 予 算

　　　　　　　

重症化予防等

　　　　

１

分
野
毎
の
配
分
は
支
部

①基礎的業務関係予算
…

　

（Ｒ８年度：約２６百万円）

　　

￥本

＝

　　　　　　　　　　　　　

罫

＝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

体ｌ

＝予
算
全
体
枠
に
つ
い
て
支
部
毎
に
配
分

健診経費
支部の基本的な業務に必要な

　

費用（事務室賃料など） 保健指導経費

重症化予防経費
＝ 医療費適正化対策や
… 広報．意見発信等
１

　

　　　　　

　

　　　　　　　　　

　
　　

ｉ

　　　　　

二

　

医療費適正化対策

　　

！

医療費適正化対策や

　　　　　

ら
広報・意見発信等

　　　　　　　　　

し

コラボヘルス経費 ※－二器

　

＝
…

　

戴

　

ｉ
１

　

ー
ー

　

＝

　

　　

　
ー－－■－－・

　　　　　　　　　　　　　　　　　

‐）ん－
；

　　　　　　　　　　　　　　　　

小

　　

広報・意見発信 その他の経費

ー

　

ー

　

ー

　

－

　

－

　

－

　

－

　

－

　

－

　

－

　

－

　

ー

　

－

　

－

　

－

　

－■

　

－

　

－

　

－

　

－

　

－

　

－

　

－

　

－

　

－

　

－

　

■

　

－

　

－

　

■

　

－

　

－

　

－

　

－

　

－

　

－

　

■

　

■

　

－

　

－

　

■

　

－

　

－

　

－

　

－

　

－

　

－

　

■－

　

－

　

－－

　

－

　

－ー

　

■

　

ー

　

※

　

上記のほか、特別枠として、支部医療費適正化等予算６百万円、支部保健事業予算４０百万円。
３４



際 痴－－支 部 の 課 題

　　　　　　　　　　
÷

○

　

令和６年度のデータを中心とした分析を踏まえた、神奈川支部の課題は以下の通り。

　

神奈川支部では、今後も加入者の健康増進を図るとともに、医療費適正化 （およびインセンティブ制度に
おける順位向上）に向けて、以下の取組を推進していく。

※赤字の課題は重点課題

健
診

問

　　　　　

①男女とも食事・飲酒の生活習慣要改善者の割合が全国平均より高し、。

言診

　　　　　　

女性は、Ｄ契煙の生活習慣要改善者の割合も全国平均より高い。

結
果

　　　

－ ②「循環器系の疾患」の加入者１人当たり入院医療費は、男女とも全国平均より高い。

－－

　　

入

　

③「腎尿路生殖器系の疾患」の加入者１人当たり入院外医療費が、男女とも全国平均より高い。
－－

　　

院

　

④女性の「呼吸器系の疾患」の加入者１人当たり入院外医療費が高い。

　　

外

　

⑤「呼吸器系の疾患」の加入者１人当たり調剤医療費が全国平均より高い。

歯

　

⑥歯科の加入者．人当たり医療費の順位が男女とも高い。科

３５
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－－

　
支部保険者機能強化予算の概要

　

（令椛年度予算枠の詳細）

支部保険者機能強化予算の予算枠の内訳は以下の通り。
予算区分 分野（経費名） 経費の主な内容 Ｒ８年度予算枠 Ｒ７年度予算枠 算出基準

神
奈
川
支
部

　

支
部
保
険
者
機
能
強
化
予
算

①
支
部
医
療
費

適
正
化
等
予
算

医療費適正化
対策

・支部独自の医療費適正化対策としての事業を実施するため
の経費

２５，８２４千円 ２５，８２４千円
全体予算８億円を全支
部一律６００万円を設定
した上で、残りを加入者
数で按分し加算後、
３％効率化した額広報・意見発信

・定期的に全事業所、任意継続被保険者宛に送付するチラシ
等の印刷及び業務用のリーフレットやポスター、冊子等の作成、
その他様々な広報媒体を用いた広報に関する経費

②
支
部
保
健
事
業
予
算

健診経費

●健診実施機関実地指導旅費
●集団健診
●事業者健診結果データの取得
．健診推進経費（リーフレット作成・健診検索Ｗｅｂサイト）
●健診受診勧奨等経費（ＤＭ）

１６０，４７５，０００ １６０，４７５，０００

全体予算４０億円を４０
歳以上の加入者数で
按分し、３％効率化した
額

保健指導経費

・保健指導用パンフレット作成等経費
．保健指導用事務用品費（測定用機器類等）
●保健指導用図書購入費
．保健師募集広告経費（支部）
●保健指導利用勧奨経費（遠隔面談）

重症化予防事業
経費

．未治療者受診勧奨
．糖尿病性腎症

コラポヘルス事業
経費

●コラポヘルス事業
●情報提供ツール（事業所カルテ等）

その他の経費 ・その他の保健事業

※

　

上記のほか最重点広報予算として１８２１７千円。
３６
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①

　

支部医療費適正化等予算

　

医療費適正化対策経費

　

予算額：６′５０６千円（前年度＝

　

５′３９６ 千円）

項審 種別 事業計画 事業名 事業概要 主な経費等

十１１ 継続

上手な医療のかか
り方う警労一ブウタ医
・

　　

．．・

　　　　

‐

　　　　　　　　　　　

・

（医療費適正化）

県、医師会、薬剤師会と
の連名による医療費適正
化の取組ｅジキネー１

　

打^医
かかりつけ医・かかりつけ薬局をもつ‐①ジェ才」ノッ

０ポスター、チ
ラシデザイン‐
印刷費
○発送業務委
託賛

の抑制等のポスター、チラシを作成し、医療機関、

　

凶；局や健康保険委員に配布する。
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広報活動や健康保
険委員を通じた加
入者等の理解促進

加入者のヘルスリテラ
シー向上に向けた取組

加入者のヘルスリテラシー向上のため、禁煙の推
進に関するチラシを作成し、健診案内送付時に同
封する。
神奈川支部は女性の喫煙者が多いことから、禁煙
推進の同封チラシは、女性に興味を持ってもらえる
内容とする。信÷；、とる乎÷；‐；する↑＊－二二，－ ノ

○チラシデザイ
ン、印刷費

３ 継続 医療資源の適正使用

ＷＥＢ広告等による医療費
適正化の土手な医療の

多〈の加入者に上手な医療のかかり方を知って
いただくため、Ｔｖｅｒ広告やＹｏｕＴｕｂｅへの広告配信、
交通広告により広報を実施する。医療
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上手な医療リン打ちに〆方

　

１
一人ひとりが適切な医療のかかり方を慾識することで、

医療責を節約する・医療保険財政を守る・医療の現場を守ること≠師・さます！
で捲ることからはじめてみませんか？

！ ・ニー ス ビーｒ 一 樹…，：：ドーム， ミ ー ミミ
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病院や形細瞭所にかかるときは、なるべく診療時間内に受診しましょう。

　　　　　　　　　　 　　　　 　
　

　

　　

　　　　

こどもの和船、晒をぶつけた、唖吐、けいれんなど判断に因ったら・“

　　

こども医療でんわ

　

…・ ８０００こども医療でんわ相談

　　

＃８０００
保頒壱の方が、休日・夜間のこどもの征状にどのように対処したらよし、のか、病院
を受診した方がよいのかなど判断に迷つたときに、小児科医師・看段師にお子さま

　　　

　 　 　 　　　　　
　の症状に応じた遍切な対処の仕方や受給する病院等のアドバイスを受けられます。
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「かかりつけ囲とは、日常的な病気の診療や、健康相隣などができる身近
なお医者さんのことです。継続的に受診することで、病状、病歴、体質など
を踏まえた丁寧な診療を受けることができます。自宅や職場の近く増の

　　　

通し、やすい所に、相性の廃し寸かかりつけ囲をみつけましょう。
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神劇１１県・神劇１１県医師会

　

神剃１１県擬制師会

　

盤会けん１瑚 劇１１支部

　

ご覧ください
お間し、合わせはこちらまで裁０４ ２７０・８４３１（協会１７ん隣０奈川支部企同総務グループ｝

　　

繋について気軽に相繊できる身近なｒかかりつけ躍周一をもつと、

　　

過去に記録した体質や病歴などをもとにした副作用などの積隙や、

　　

圏じ作用の無の鰍根や飲み合わせなどのチヱンクもしてもらえます。

　　

そのため、嚢のムダをなくし、より安全に使用することができます。

　　

また、受診の隊にはｒお粟手刷を携帯しましょう。

「かかりつけ繁局・お鞭手帳」について豚しくは、
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参考：「上手な医療のかかり方」 神奈川県、神奈川県医師会、神奈川県薬剤師会、協会けんぽ神奈川支部
の連名で作成 （令和７年度版） ３８
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令和７年度 神奈川支部保険者機能強化予算計画一覧
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１

②

　

支部医療費適正化等予算

　

広報・意見発信経費

　

予算額：１９′０８１千円（前年度＝２０′１０６千円）

項番 種別 事業計画 事業名 事業概要 主な経費等

イー．ー 継続

広報活動や「顔の見
える地域ネットワー
ク」を通じた加入者
等の理解促進

納入告知箸同封チラシの
作成おまモチ配布

事業主・加入有ｉ

　

ず米所‘

　

口：；て、協会けんぽの事
業運営、法律改正、手続き案内等の棺鞭発居を有）。

○チラシ作成費

２ 継続

広報活動や「顔の見
える地域ネットワー
ク」を通じた加入者
等の理解促進

協会けんぽＧＵＩＤＥＢＯＯＫ
及び新規適用事業所用
リーフレットの作成および

配布

新規適用事業所に協会けんぽの業務や健康保険給
付の内容が掲載された冊子（全支部共通資材を活
用）等を配布することにより、制度を周知し、申請漏れ
を防止する。

○冊子、チラシ
作成費

３ 新規

広報活動や「顔の見
える地域ネットワー
ク」を通じた加入者
等の理解促進

加入者の生活習慣改善に
向けた時短レシピ動画の
広報

食事・飲酒の生活習慣要改善者の割合が高いため、
令和６年度から健康的で手早く作れる時短レシピの
ＹｏｕＴｕｂｅ動画を作製しＬＩＮＥで配信しているが、再生
回数が伸び悩んでいる。
より多くの加入者に動画を見てもらい生活習慣を改善
してもらえるよう、ＷＥＢ広告や交通広告等によりこれ
までに作製した動画の広報を実施する。

○動画作成・放
映費
ＯＷＥＢ広告費

３９
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②

　

支部医療費適正化等予算

　

広報・意見発信経費

　

（つづき）

項番 種別 事業計画 事業名 事業概要 主な経費等

４ 新規

広報活動や「顔の見
える地域ネットワー
ク」を通じた加入者等
の理解促進

ＬＩＮＥ配信用コンテンツの作

　　

成

これまで時短レシピ動画をＬＩＮＥ配信していたが、動画作
成と体１ト１ーｔつ広報に注力するため、ＬＩＮＥ配信用の
健康に関するコンテ ソの作成を行う。

０コンテンツ作成
費
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１２０２５什１２月版ｌ

協会けんぽ

⑩⑨⑩医ＢＯＯＫ

　　　　　

◎ｔｔ協会，すん，ぎ鰭 勧請　

　　　　　　　

Ｇ壷リ ー・・‐・・ｒ －－・－－・－・・

　

Ｇ回リ ー・・・▲

　
　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　

加入する日本轟大の隠療保膜馨です

　　　

以下の中小企藁です

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３９９人

　

１．２＄

　　　

１０００人以上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１１．１‐６

　　

　　　　
　　　　　

　　　　　　　　　

加入‘

　　　　　　　　　　　　　　　　　

１４．４、
事業所

１４．８覧

あなたの健康づくりを
サポートします！

　　

全

　　　　　　　　

困ったときには申鯖を！ あなたの健康

　　

ー

　　　　　　　　　　　　

発け全；ｐ，４２‐ サポートし業

　　　　　　　　　　　　　　　　

・マイナ促幡寵ｔ利用した受鴬ができ

　　　　

俊ごヱ；ｐ‐２０～
、、１

　

・ｇ

　

・巧気やケガで４８以上仕．を休んだ

　　　　　　　　

とき
・土′る鯛値柄予めのための顔
　　　　　　
．甑愈媛聞への受於か必Ｐｇ
方へのお知らせ
ｏ・玉土の皆ご水と遵臥した躍
増の但摩つくり

　

など

上手な臨寂のかかり万

匪献四適正１ヒの収卿

　

Ｐ，１６－
．上子な区病のかかり万の案内

参考：協会けんぼＧＵＩＤＥＢＯＯＫ（２０２５年度版‐部抜粋）
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全国瞥割 孫協会神奈川支部

　　

榊，脚卿

　　

嚇
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題△竪塑 …三顧，
覇綴〒２２００５ｉ３０低浜中西区みなとみもし、４．６．２みなとみるいクうンドセントラルタワー９ー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ー、協会１，んぽ０４５－２７０－８４３１（代表）爆螺姿ぞ無断蟹霊山”

　

鵬ガーぶ，ｗ”蹴醐侃ー。

参考：納入告知書同封チラシ（２０２５年１２月、一部抜粋）

協会けんぼＫＡＮＡＧＡＷＡ

　　　　　　　　　　　　　　　　　

全国健廠保険協会神奈川支部

健康保険だより 令和７年１２月号

　

＼閥蹴陶さまで劉．随一額競闘駄。
桧公「ナん１モコフ、奇にて主・キフ、ｒｏさなぎよへこそ）…六」．〔て↑

　　　　　

＼

　　　　　　

．

「医療費のお知らせ」の送付は

　

今回を最後に終了します
協会｛ナん‘までは、 ご自身の治療にかかつた医療費を確堰していただくことで、億康の大切さにつし、

て関心を高めてし、ただくため、「医療費のお知らせ」 をお送りしていましたが、マイナポータル等の

デジタル化の進展に伴い、今回の送付を最後に終了巾し、たします。

今後区療畳のお知らせを希望される胆含１字、「医鳳実のお川うせ錬鴨■」をこ握出し、ただ＜ことて運付します．

　　　　　　　　　　　 　

　　　　　　　

にかけて事業所樽へ順次送付予定

◆マイナポータルでの医療費憎帽の碓捜方法

今後の医療愛情輯の確認は、ぜひマイナポータルをご利用ください．
マイナ稿－タルに羽ダイン像 ‘国額１ｌｕの不均ンを夕一２２，！

１１■にご徴燃し、ただけまず．

ル．。辱蒙塵響き艶競闘…謝豪
／′

　　

． マイナポー外切 闘 舶 舵もご硝賜いただけます，

健康保険証が使えるのは令和７年１２月１日まで！

　　　

　　　　　　　　　　

　　　　

▼イナンハー

　　　　　

．夢１‐・口
力【ト

　　　　　　　　　　　　　　

”．－

　　　　

１ー・さ

４１



　

‐野菜不足解消／電子レンジで簡単副菜し

　

＼
＼
、

　　　

．
・

エネルギー ３５ＫｃａＬ塩分 ０．４９

も

も

　　

　　　　

　　

′

　　　　　　　　　　

“
－

　　　　　

▼＼

　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　

、，

　

、

　

マ

　　

．

　

”

　

．

　

”

　

、

　　

．

　

・ｒ

　　

、、

　

．

　

・、、１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

４

　　

・１

　

．

　

・ｃ

　　

．

　

１

　　

．・

　

ｔ当‐ュ」

　

１と

　

、＼

　

．

　

・１１

　

”
一ドーギこぐミド
１い－－・、、

、」二１′・
一

′′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

▼＼
＼

＼＼＼

　

野菜をしっかり摂らないといけないと分かっていても、毎Ｂとなると意外と難しいもの。

　　　

・ オススメなのは、電子レンジで簡単にできる野菜の副菜を覚えておくこと。
味付けは市販のなめたけでＯＫ／食卓に一品プラスするだけで、不足しがちな野菜が摂れますよ／

しめじはカルシウムの吸収を助けるビタミンＤが豊富で、′ｊ鋭髭菜との相性は抜群です！

”“（１人分）

小松菜
しめじ

なめたけ（市販）
白すりごま

６０ｇ（１～２株）
３０ｇ

ｌｏｇ（大さじ１／２）
２ｇ（小さじ１）

－．ノくり方

ー，小松菜は２（ロ長さに切り、しめじは根元を切り落として

　

小房に分け、 翻然ボウルに入れる。

二），ラップをかけ、電子レンジ（５ｏｏＷ）に約１分４０秒間かけ、

　

全体を軽く混ぜる。（６ｏｏｗなら約１分２０秒Ｒ醜 ラップを

　

外すときはやけどに注意し、余分な水けが出たら切る）

工 なめたけを加えてよ〈混ぜ合わせ、

　

仕上げに白すりごまを加えて軽く混ぜる。
÷計量スプーンがない堪合は、ペットボトルのキャップが便利。
メーカー等にもよりますが、目安はキャップ２杯で大さじ１、
キャップ１杯弱（スクリュー燦の上まで）で小さじ１です。 レシピ監修：全国健康保険協会神奈川支部管理栄法士

　

動画公開中／チャンネ′し登録と
公式ＬＩＮＥの友だち登録をお願いします
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Ｌ金型竺慶
一
せ奈川支部保険者機能強化予算計画‐見

③

　

支部保健事業予算

　

健診及び保健指導に係る事務経費

　

予算額：９７′２３５（前年度：１０６′３５７千円）

項番 種別 事業計画 事業名 事業概要 主な経費等

・ 継続
特定健診受診率・
・

　　

”

　

ム

　

Ｍ‐^

　

ふ

　　　

ん望

　

軍

　

｛”’工．”丁 小

　

口

　　　　　　　

ノ

　　　　

ノ

取得率の向上

事業者健診結果データ取
得に係る業務委託

受診先確認から、事業所への提供依頼書勧奨、健
診機関へのデータ取得勧奨、データ補正、紙媒体
からのデータ化まで全て一括委託することでマンパ
ワー不足を補い、取得率を向上させる。

○確認書取得費、
同意書取得費、
データ取得費、パ
ンチ我、勧奨費、
管理簿作成費

２ 継続
特定健診受診率・
奮学士ニヱー

　　

＾
γ

　

巾

　

口

　　　　　　　

′

　　　　

ノ

取得率の向上

推進経費を利用した事業
者健診データの早期提供

健診結果の早期提供に対し、１件当たり６００円のイ
ンセンティブを設定することで、健診機関へ迅速な
結果提供を促し、早期の特定保健指導等につなげ
る。

○健診推進経
費

３ 継続
特定健診受診率・
亨栄吉健診ア

　

タ
取得率の向上

集団健診（特定健診）
協会主催で女性限定かつ会場を魅力的なホテル
等とする健診を実施し、特定健診受診率向上を図
る。

○委託費・賃借
料

４継続
特定健診受診率・
室豊」．”－▲

　

－

　　

ム
丁ｍロ阻形′

　　　

ノ

取得率の向上

生活習慣病予防健診の
健診機関及び出張会場
健診の検索ＷＥＢサイトの
作成

ー都三県の生活習慣病予防健診の健診機関及び
巡回健診会場日程等が検索できるＷＥＢサイトを
作成し、受診勧奨に活用することで加入者のサー
ビス向上と受診者数向上を図る。

○ＷＥＢサイト作
成費

４４



　　　　　　　　　　　　　　　　　

　令和８年度

　

神奈川支部保険者機能強化予算計画一見
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③

　

支部保健事業予算

　

健診及び保健指導に係る事務経費

　

（つづき）

項番 種別 事業計画 事業名 事業概要 主な経費等

５継続
特定健診受診率・
事業者健診データ
取得率の向上

生活習慣病予防健診の
未受診者へのダイレクト
メールによる受診勧奨

生活習慣病予防健診未受診の恢復除去を対象に
受診勧奨ＤＭを送付し、受診率向上を図る。
令和８年度は、新たに他県在住の神奈川支部加入
者に対してもＤＭを送付する。

○ダイレクト
メール作成費

６継続
特定健診受診率・
事業者健診データ
取得率の向上

特定健診未受診被扶養
者へのダイレクトメールに
よる受診勧奨

特定』碇－^ ＋帽－▲被 ：者に対し、健診機関が主催

　　　　　　

４、）

する本人負担無料の集団健診を案内することで受
診意欲を促進させ、受診率向上を図る。

○ダイレクト
メール作成費

７ 継続 特定保健指導の実施率及び質の向上

巡回健診における特定保
健指導の遠隔面談分割
実施業務

検診車による巡回健診当日および特定保健指導
未契約機関の施設内において健診当日に、被保険
者に対する特定保健指導の初回（遠隔面談）の分
割実施をすることで実施率のさらなる向上を図る。

○委託費
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Ｅ令和８年度

　

神奈川支部保険者機能強化予算計画一覧

④

　

支部保健事業予算

　

その他の保健事業経費

　

予算額：５６′１４８（前年度：５１′８８５千円）

項番－種別１

　　

事業計画 事業名 事業概要 主な経費等

・１継続１麓化予防対策の未治療者に対する受診勧奨業務

″畠めせ栗で妻治療と判定されながら医療機関に受診していな
い者に対して受診勧奨を行う。

○電話・文書勧
奨等委託費

２１継続１素遷化予防対策の糖尿病性腎症患者の重症化予防指導業務委託

生活習慣病予防健診の結果から糖尿病性腎症の重症化予
防が必要と思われる被保険者に対する保健指導を委託によ
り実施する。

○電話勧奨、保
健指導等委託
費

３１継続１署ボヘルスの推
「かながわ健康企業宣言
健康優良企業認定」事業

宣言事業所の１年間の取組を振り返る報告シートを提出いた
だき、その結果を評価し健康優良企業を認定する。

０委託費

４１継続１署ポヘルスの推
宣言事業所に対する健
康づくり支援事業
※Ｒ７年度「項番３」とまとめて記
載していたものを細分化

宣言事業所のアフタ

　

フォローとして「健康講座」を無料で提
供するとともに、新たに健康機器の貸し出しを行う。

○委託費

５ 新規 髭
ラボヘルスの推

，－部院一，

４１『進

未宣言事業所に対する
電話勧奨業務

”キロに〆＜／－－－質つ か

　　

っ÷、４な

成

　　

、

宣言事業所の拡大を目的に、未宣言事業所を対象に電話勧
奨を行う。
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※

※

会けんぼ神奈川支部では、従業員の健康づくりに取り組む事業所の皆さまへ、
の健康づくりサポートを無料で行っています ぜひご活用ください，

①健康講座

実施期間

象

利用条件

利用回数

食生活の改善

飲酒習慣の改善
こ務香と｛’上手な付き合い方）

受動喫煙対策

働き方改革の推進

タルヘルス対策
　　

・腰痛予防対策
　

（講師派遣・インライン実施）

令和７年７月１日（火）～令和８年５月２９日（金）

「かながわ健康企業宣言」エントリー事業所

希望日の１か月半前～２か月前を目趨こ申込書をＦＡＸまたは郵送
でご提出ください‘実施場所は、原則として事業所様にてご準備いただきます．

原則、１事業所につき、年１回まで

≦時同

ー

　

３０分

　

　　　

内容

・食事のバランスのよい決り方から貴シーンを取り巻く環境
・タイエットと健康土ネルギー代謝、食事の質と量～体脂肪
及桝リホと健康食品の蔭能と役割・そ，の限界ｅ，０言

　

及桝リホと

　　

食品の

　

，と役割・

　
‘

　

３０汁

　

・飲酒の影響、つまみ愈送疎方、１日
一

　

ｉたｒｔ 依存症と極諌磯開
▲

　

う：ｒ会

　

・アルコーノＬ，とメタ点１」ツクシンド□－ム

識師派ｏ還元

　　

実施方法

　

４

倦金けんぼ
神嘉川支部

　　　　

審師派遣

　

．
（管理栄養士等）

議師派遣

講師派遣
に
照
Ｕ
ｓ
ム
ー
讐
ｈ
ｅ
ｈ
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塾
「蜘
個
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出
墜
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Ｑ
後
趣
き

講師派遣

　

　　　
オンライン

講師派遣

　

主な嘘
オンライン

・飲酒の影響、つまみ愈送疎方、１日露容正量、アルコール

　

塗金けん俊
依存症と極諌磯開

　　　　　　　　　　　　　　　　　

神南川支部
・アルコーノＬ・とメタボ１」ツクシンド□－ム

　　　　　　　　　　　

・て保健幅等）

　

２０分

　

・タバコの健康影響と受動薬煙
ｉをせ

　

・．タバコと病気弱”関連、禁煙外
．

！

　

＆］分

　

・ニコチニ′依存のメカニズム、三

：

　　

－

　

－
　

　

　　　

　

主ｔｔ
↓

　

５０分

・タバコの健康影響と受動薬煙

　　　　　　　　　　　　

協会けんぼ
・．タバコと病気弱”関連、禁煙外来

　　　　　　　　　　　　　

神奈川支部
・ニコチニ′依存のメカニズム、三大．有害物質の‐ｆ無用、凧）２，５ （保嶺師等）

・長時葡労磁力是正．豊室住向上に関する“：バイス
・喝精環境韓改善など，？）「魅力あ．も磁場づくり」
・育児・介護と仕事の両立など、多様な憶さ方．め実現

６，：身

　

・管理ｉ監督者向けメンタル^．ルス研修」；ラ．インケア）

　　　

・碇東員向けメンタルヘルス研修（セルフケ７）

慢書書記車掩直
支援センター
（社会侵襲欝話士辱；．

…３０分

　

仕事牛轡編中細ｆ
ゃ翠室災害ｑ防止事等ｇ１夢回議十

固さ
↓
せ 治ヰ，”…±促逸

　

”

　

十

　　　

ていただきます：内容は、ヒャリング、状況・分析・セミナー雲

　

遥喜美夏至婆に－

　

講師派遣
６０分

　

海‐勃県蒲認等となう１ます，

講師派遣

　　　　
歯科医筋金

　　　　

オンラ．イン
（歯科医師等）

　　　　　　　　　　　

ミロ分

　

浩室と仕事の両立支援の進渓，方で戟崇規則等．の窪情事（
治療と仕事の両立支援●

　

～

　

っいてァドバィスＬます，
Ｅ－］分

　

また，従業員向け曽籍セミナーなどを行一ます，

　　　　　　　　　　　　　　　

・歯の健康と生．旨習慣病与禽閏幅歯の健康対策【※２｝

　

ドロ“

　

．街の健康を保った力の卸議

」【

５」「５」に－）いては、それぞれ１事業所１回覆りとなります，前岸．度以前にすでに受講されている投合は．お受けいただけません，
ヲ」に－）いては、ホ曜日韓み偉実談巨となります，参加者ＩＱ名以上で狩申し，込．きください，
催回義に限りが，秀も１ますめで、予定乾こ達した場合は、年麦瀞全中でも靖ぬ切る竣台が売ります，
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健康づくり
オンライン講座／ＶＯＤ講座のご案内

神奈川支部筏も磯企業豊富エントリー事業所様の雅則原づくり支援のため運動促進やメンタｉレ
ヘルス等をテーマとした健康鱗座をご用意しました。
従業責様のヘルスリテラシー向上や健康づくりにご舌用ください…
今期は野村不動産ライフ＆スポーツ株式会社が皆様の塊遡康をサポートいたします。
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－ｒ‐ョ１ｌｓ肱将．‐ 令和７年６月１７日（火）～令和８年５月１７日（日）
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令郡年度 神奈川支部保険者機能掛ヒ予算 総括表

　

「 Ｍ － －－－
」

予算
区分 分野（経費名）

事業数 予算額

Ｒ８年度 Ｒ７年度 Ｒ８－Ｒ７ Ｒ８年度 Ｒ７年度 Ｒ８－Ｒ７

神
奈
川
支
部

　

支
部
保
険
者
機
能
強
化
予
算

①
支
部
医
療
費
適
正
化
等
予
算

医療費適正化対策 ３事業 ３事業 ０ ６，５０６千円 ５，３９６千円 １，１１０千円

広報・意見発信 ４事業 ４事業 ０ １９，０８１千円 ２０，１０６千円 ▲１，０２５千円

しｆ皿

　　

二，＝１ト化毎予算
合計 ７事業 ７事業 ０ ２５，５８７千円 ２５，５０２千円 ８５千円

②
支
部
保
健
事
業
予
算

健診及び保健指導
に係る率務経費 ７事業 ８事業 ▲１ ９７．２３５千円 １０６，３５７千円 ▲９，１２２千円

その他の保健事業経費 ５事業 ４事業 Ｉ ５６，１４８千円 ５１，８８５千円 ４，２６３千円

②支部保健事業予算

　

合計 １２事業 １２事業 ０ １５３，３８３千円 １５８２４２千円 ▲４，８５５千円

合計 （①＋②） １９事業 １９事業 ０ １７８，９７０千円 １８３．７４４千円 ▲４，７７４千円

５３


